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令和６年第１回砂川市議会定例会

令和６年３月７日（木曜日）第４号

〇議事日程

開議宣告

日程第 １ 議案第１３号 砂川市立義務教育学校設置条例の制定について

議案第２６号 砂川市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例の制定につ

いて

議案第１６号 砂川市職員定数条例の一部を改正する条例の制定について

議案第１７号 砂川市職員諸給与条例の一部を改正する条例の制定について

議案第１８号 砂川市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の

一部を改正する条例の制定について

議案第１９号 砂川市行政財産の目的外使用に関する使用料条例の一部を改

正する条例の制定について

議案第２１号 砂川市敬老助成条例の一部を改正する条例の制定について

議案第２２号 砂川市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について

議案第２４号 砂川市企業振興促進条例の一部を改正する条例の制定につい

て

議案第２５号 砂川市中小企業等振興条例の一部を改正する条例の制定につ

いて

議案第２７号 砂川市都市公園条例の一部を改正する条例の制定について

議案第２８号 砂川市普通河川管理条例の一部を改正する条例の制定につい

て

議案第２９号 砂川市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例

の制定について

議案第３０号 砂川市北地区コミュニティセンターの指定管理者の指定につ

いて

議案第３１号 砂川市東地区コミュニティセンターの指定管理者の指定につ

いて

議案第３２号 砂川市南地区コミュニティセンターの指定管理者の指定につ

いて

議案第３３号 砂川市オートスポーツランドの指定管理者の指定について

議案第３４号 砂川市老人憩の家の指定管理者の指定について

議案第３５号 砂川市北吉野コミュニティセンターの指定管理者の指定につ

いて
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議案第 ７号 令和６年度砂川市一般会計予算

議案第 ８号 令和６年度砂川市国民健康保険特別会計予算

議案第 ９号 令和６年度砂川市介護保険特別会計予算

議案第１０号 令和６年度砂川市後期高齢者医療特別会計予算

議案第１１号 令和６年度砂川市下水道事業会計予算

議案第１２号 令和６年度砂川市病院事業会計予算

散会宣告

〇本日の会議に付した事件

日程第 １ 議案第１３号 砂川市立義務教育学校設置条例の制定について

議案第２６号 砂川市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例の制定につ

いて

議案第１６号 砂川市職員定数条例の一部を改正する条例の制定について

議案第１７号 砂川市職員諸給与条例の一部を改正する条例の制定について

議案第１８号 砂川市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の

一部を改正する条例の制定について

議案第１９号 砂川市行政財産の目的外使用に関する使用料条例の一部を改

正する条例の制定について

議案第２１号 砂川市敬老助成条例の一部を改正する条例の制定について

議案第２２号 砂川市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について

議案第２４号 砂川市企業振興促進条例の一部を改正する条例の制定につい

て

議案第２５号 砂川市中小企業等振興条例の一部を改正する条例の制定につ

いて

議案第２７号 砂川市都市公園条例の一部を改正する条例の制定について

議案第２８号 砂川市普通河川管理条例の一部を改正する条例の制定につい

て

議案第２９号 砂川市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例

の制定について

議案第３０号 砂川市北地区コミュニティセンターの指定管理者の指定につ

いて

議案第３１号 砂川市東地区コミュニティセンターの指定管理者の指定につ

いて

議案第３２号 砂川市南地区コミュニティセンターの指定管理者の指定につ

いて
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議案第３３号 砂川市オートスポーツランドの指定管理者の指定について

議案第３４号 砂川市老人憩の家の指定管理者の指定について

議案第３５号 砂川市北吉野コミュニティセンターの指定管理者の指定につ

いて

議案第 ７号 令和６年度砂川市一般会計予算

議案第 ８号 令和６年度砂川市国民健康保険特別会計予算

議案第 ９号 令和６年度砂川市介護保険特別会計予算

議案第１０号 令和６年度砂川市後期高齢者医療特別会計予算

議案第１１号 令和６年度砂川市下水道事業会計予算

議案第１２号 令和６年度砂川市病院事業会計予算

〇出席議員（１３名）

議 長 多比良 和 伸 君 副議長 小 黒 弘 君

議 員 是 枝 貴 裕 君 議 員 石 田 健 太 君

伊 藤 俊 喜 君 山 下 克 己 君

高 田 浩 子 君 鈴 木 伸 之 君

中 道 博 武 君 水 島 美喜子 君

沢 田 広 志 君 武 田 真 君

辻 勲 君

〇欠席議員（０名）

〇 議 会 出 席 者 報 告 〇

１．本議会に説明のため出席を求めた者は次のとおりである。

砂 川 市 長 飯 澤 明 彦

砂川市教育委員会教育長 髙 橋 豊

砂 川 市 監 査 委 員 栗 井 久 司

砂川市選挙管理委員会委員長 千 葉 美 由 紀

砂 川 市 農 業 委 員 会 会 長 関 尾 一 史

２．砂川市長の委任を受け説明のため出席する者は次のとおりである。

副 市 長 井 上 守

病 院 事 業 管 理 者 平 林 髙 之

総 務 部 長
板 垣 喬 博

兼 会 計 管 理 者

総 務 部 審 議 監 安 原 雄 二
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市 民 部 長 堀 田 一 茂

保 健 福 祉 部 長 安 田 貢

経 済 部 長 野 田 勉

経 済 部 審 議 監 畠 山 秀 樹

建 設 部 長 斉 藤 隆 史

病 院 事 務 局 長 朝 日 紀 博

病 院 事 務 局 次 長 山 田 基

病 院 事 務 局 審 議 監 渋 谷 和 彦

総 務 課 長 岩 間 賢 一 郎

政 策 調 整 課 長 玉 川 晴 久

３．砂川市教育委員会教育長の委任を受け説明のため出席する者は次のとおりである。

教 育 次 長 東 正 人

指 導 参 事 堤 雅 宏

教 育 委 員 会 技 監 徳 永 敏 宏

４．砂川市監査委員の委任を受け説明のため出席する者は次のとおりである。

監 査 事 務 局 長 川 端 幸 人

５．砂川市選挙管理委員会委員長の委任を受け説明のため出席する者は次のとおりである。

選挙管理委員会事務局長 板 垣 喬 博

６．砂川市農業委員会会長の委任を受け説明のため出席する者は次のとおりである。

農 業 委 員 会 事 務 局 長 野 田 勉

７．本議会の事務に従事する者は次のとおりである。

事 務 局 長 為 国 修 一

事 務 局 次 長 安 武 浩 美

事 務 局 主 幹 斉 藤 亜 希 子

事 務 局 係 長 野 荒 邦 広
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開議 午前１０時００分

◎開議宣告

〇議長 多比良和伸君 おはようございます。ただいまから本日の会議を開きます。

議事日程は、お手元に配付のとおりであります。

直ちに議事に入ります。

◎日程第１ 議案第１３号 砂川市立義務教育学校設置条例の制定について

議案第２６号 砂川市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例の

制定について

議案第１６号 砂川市職員定数条例の一部を改正する条例の制定に

ついて

議案第１７号 砂川市職員諸給与条例の一部を改正する条例の制定

について

議案第１８号 砂川市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関す

る条例の一部を改正する条例の制定について

議案第１９号 砂川市行政財産の目的外使用に関する使用料条例の

一部を改正する条例の制定について

議案第２１号 砂川市敬老助成条例の一部を改正する条例の制定に

ついて

議案第２２号 砂川市介護保険条例の一部を改正する条例の制定に

ついて

議案第２４号 砂川市企業振興促進条例の一部を改正する条例の制

定について

議案第２５号 砂川市中小企業等振興条例の一部を改正する条例の

制定について

議案第２７号 砂川市都市公園条例の一部を改正する条例の制定に

ついて

議案第２８号 砂川市普通河川管理条例の一部を改正する条例の制

定について

議案第２９号 砂川市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正

する条例の制定について

議案第３０号 砂川市北地区コミュニティセンターの指定管理者の

指定について

議案第３１号 砂川市東地区コミュニティセンターの指定管理者の

指定について
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議案第３２号 砂川市南地区コミュニティセンターの指定管理者の

指定について

議案第３３号 砂川市オートスポーツランドの指定管理者の指定に

ついて

議案第３４号 砂川市老人憩の家の指定管理者の指定について

議案第３５号 砂川市北吉野コミュニティセンターの指定管理者の

指定について

議案第 ７号 令和６年度砂川市一般会計予算

議案第 ８号 令和６年度砂川市国民健康保険特別会計予算

議案第 ９号 令和６年度砂川市介護保険特別会計予算

議案第１０号 令和６年度砂川市後期高齢者医療特別会計予算

議案第１１号 令和６年度砂川市下水道事業会計予算

議案第１２号 令和６年度砂川市病院事業会計予算

〇議長 多比良和伸君 日程第１、議案第１３号 砂川市立義務教育学校設置条例の制定

について、議案第２６号 砂川市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例の制定につい

て、議案第１６号 砂川市職員定数条例の一部を改正する条例の制定について、議案第１

７号 砂川市職員諸給与条例の一部を改正する条例の制定について、議案第１８号 砂川

市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定につい

て、議案第１９号 砂川市行政財産の目的外使用に関する使用料条例の一部を改正する条

例の制定について、議案第２１号 砂川市敬老助成条例の一部を改正する条例の制定につ

いて、議案第２２号 砂川市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について、議案第

２４号 砂川市企業振興促進条例の一部を改正する条例の制定について、議案第２５号

砂川市中小企業等振興条例の一部を改正する条例の制定について、議案第２７号 砂川市

都市公園条例の一部を改正する条例の制定について、議案第２８号 砂川市普通河川管理

条例の一部を改正する条例の制定について、議案第２９号 砂川市病院事業の設置等に関

する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第３０号 砂川市北地区コミュニテ

ィセンターの指定管理者の指定について、議案第３１号 砂川市東地区コミュニティセン

ターの指定管理者の指定について、議案第３２号 砂川市南地区コミュニティセンターの

指定管理者の指定について、議案第３３号 砂川市オートスポーツランドの指定管理者の

指定について、議案第３４号 砂川市老人憩の家の指定管理者の指定について、議案第３

５号 砂川市北吉野コミュニティセンターの指定管理者の指定について、議案第７号 令

和６年度砂川市一般会計予算、議案第８号 令和６年度砂川市国民健康保険特別会計予算、

議案第９号 令和６年度砂川市介護保険特別会計予算、議案第１０号 令和６年度砂川市

後期高齢者医療特別会計予算、議案第１１号 令和６年度砂川市下水道事業会計予算、議

案第１２号 令和６年度砂川市病院事業会計予算の２５件を一括議題とします。
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各議案に対する提案者の説明を求めます。

教育次長。

〇教育次長 東 正人君 （登壇） 私から議案第１３号 砂川市立義務教育学校設置条

例の制定についてご説明申し上げます。

制定の理由でありますが、令和８年度に砂川市立義務教育学校を設置するため、本条例

を制定しようとするものであります。

それでは、次ページをお開きいただきたいと存じます。砂川市立義務教育学校設置条例

でありますが、３条立てで構成されており、第１条から順次ご説明申し上げます。

第１条は、趣旨の定めであり、この条例は、砂川市立義務教育学校の設置に関し必要な

事項を定めるものとするものであります。

第２条は、名称及び位置の定めであり、学校教育法第３８条ただし書（同法第４９条に

おいて準用する場合を含む。）の規定により市が設置する義務教育学校の名称及び位置は、

次のとおりとする。名称は砂川市立砂川学園、位置は砂川市吉野２条南５丁目１番１号で

あります。

第３条は、委任の定めであり、この条例に定めるもののほか、必要な事項については、

教育委員会が別に定めるものであります。

附則として、第１項は、施行期日であり、この条例は、令和８年４月１日から施行する

ものであります。

第２項は、砂川市立学校設置条例の廃止であり、砂川市立学校設置条例は廃止するもの

であります。

第３項は、砂川市病児・病後児保育施設設置条例の一部改正であり、第６条第１項第１

号中「小学校３年生」を「義務教育学校３年生」に改めるものであります。

第４項は、砂川市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定

める条例の一部改正であり、第３条第３項中「小学校」を「小学校（義務教育学校の前期

課程を含む。第１１条及び第２７条第３項において同じ。）」に改めるものであります。

第５項は、砂川市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の

一部改正であり、第５条第１項及び第１８条中「小学校」を「義務教育学校の前期課程」

に改める。第２０条中「小学校」を「義務教育学校」に改めるものであります。

第６項は、砂川市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する

条例の一部改正であり、題名中「砂川市立学校」を「砂川市立義務教育学校」に改める。

第１条中「砂川市立学校」を「砂川市立義務教育学校」に改めるものであります。

３ページになります。第７項は、砂川市図書館条例の一部改正であり、第１０条中「次

の各号に」を「次に」に改め、同条第３号中「小・中学校」を「義務教育学校」に改める

ものであります。

以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。
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〇議長 多比良和伸君 建設部長。

〇建設部長 斉藤隆史君 （登壇） 私から議案第２６号、第２７号、第２８号について

ご説明申し上げます。

初めに、議案第２６号 砂川市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例の制定につい

てご説明申し上げます。

改正の理由は、道路法施行令の一部が改正されたことに伴い、道路占用料の額を改める

ため、本条例の一部を改正しようとするものであります。

次のページをお開きください。砂川市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例であり

ますが、改正内容につきましては５ページ、議案第２６号附属説明資料の新旧対照表によ

りご説明申し上げます。向かいまして左側が現行、右側が改正後となっており、改正部分

にはアンダーラインを表示しております。

別表（第２条関係）を改めるものであります。別表（第２条関係）は、道路占用料の額

の定めであり、現行の道路占用料の額は道路法施行令に基づく国道の道路占用料に準じた

額として定めておりますが、同施行令の改正が行われたことから、改正後の欄のとおりそ

れぞれ改めるものであります。

１０ページをお開きください。附則として、この条例は、令和６年４月１日から施行す

るものであります。

以上、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。

続きまして、議案第２７号 砂川市都市公園条例の一部を改正する条例の制定について

ご説明申し上げます。

改正の理由は、公園を占用する場合の使用料について、砂川市道路占用料徴収条例に準

じた額に改めるため、本条例の一部を改正しようとするものであります。

次のページをお開きください。砂川市都市公園条例の一部を改正する条例でありますが、

改正内容につきましては５ページ、議案第２７号附属説明資料の新旧対照表によりご説明

申し上げます。向かいまして左側が現行、右側が改正後となっており、改正部分にはアン

ダーラインを表示しております。

別表第２（第９条関係）を改めるものであります。別表第２（第９条関係）は、使用料

の額の定めであり、第３項、公園を占用する場合の使用料につきまして、砂川市道路占用

料徴収条例に準じた額として、改正後の欄のとおりそれぞれ改めるものであります。

７ページをお開きください。附則として、この条例は、令和６年４月１日から施行する

ものであります。

以上、よろしくご審議を賜りますようお願いいたします。

続きまして、議案第２８号 砂川市普通河川管理条例の一部を改正する条例の制定につ

いてご説明申し上げます。

改正の理由は、北海道の河川法施行条例の一部が改正されたことに伴い、河川敷地占用
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料の単価を改めるため、本条例の一部を改正しようとするものであります。

次のページをお開きください。砂川市普通河川管理条例の一部を改正する条例でありま

すが、改正内容につきましては５ページ、議案第２８号附属説明資料の新旧対照表により

ご説明申し上げます。向かいまして左側が現行、右側が改正後となっており、改正部分に

アンダーラインを表示しております。

別表（第２１条関係）を改めるものであります。別表（第２１条関係）は、占用料の単

価を定めるものであり、第２項、河川敷地占用料の額は、北海道の河川法施行条例に準じ

た額として定めておりますが、同条例の改正が行われたことから、河川敷地占用料の単価

を改正後の欄のとおりそれぞれ改めるものであります。

８ページをお開きください。附則として、この条例は、令和６年４月１日から施行する

ものであります。

以上、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。

〇議長 多比良和伸君 総務部長。

〇総務部長 板垣喬博君 （登壇） 私からは議案第１６号から議案第１９号まで一括し

てご説明申し上げます。

初めに、議案第１６号 砂川市職員定数条例の一部を改正する条例の制定についてご説

明申し上げます。

改正の理由は、事務事業量に見合った人員配置に伴う市長の事務部局の職員の増員によ

る職員定数の見直しを図るため、本条例の一部を改正しようとするものであります。

次のページをお開きいただきたいと存じます。砂川市職員定数条例の一部を改正する条

例でありますが、改正の内容につきましては３ページ、附属説明資料の新旧対照表により

ご説明申し上げます。向かいまして左側が現行、右側が改正後となっており、改正部分に

つきましてはアンダーラインを表示しております。

第３条は、職員の定数の定めであり、第１号の市長の事務部局の職員定数について１７

１人を４人増員し、１７５人に改めるものであります。その内訳でありますが、アの一般

会計に属する職員定数について１６０人を４人増員し、１６４人に改めるものであります。

市長の事務部局については、事務事業量に見合った職員の配置や新たな行政課題に対応す

るための職員の配置等を予定していることから、職員定数を４人増員するものであります。

附則として、この条例は、令和６年４月１日から施行するものであります。

以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。

続きまして、議案第１７号 砂川市職員諸給与条例の一部を改正する条例の制定につい

てご説明申し上げます。

改正の理由は、地方自治法の一部が改正されたことに伴い、本市職員に対し在宅勤務等

手当を支給するため、本条例の一部を改正しようとするものであります。

次ページをお開きいただきたいと存じます。砂川市職員諸給与条例の一部を改正する条
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例でありますが、改正の内容につきましては３ページ、附属説明資料の新旧対照表により

ご説明申し上げます。向かいまして左側が現行、右側が改正後となっており、改正部分に

つきましてはアンダーラインを表示しております。なお、条文を加える部分につきまして

は、条文の要旨をご説明いたします。

目次中「第４章 通勤手当（第１１条・第１２条）」を「第４章 通勤手当（第１１条

・第１２条） 第４章の２ 在宅勤務等手当（第１２条の２）」に改めるものであります。

第１条の２は、給与の定めであり、第２項中「通勤手当」の次に「、在宅勤務等手当」

を加えるものであります。

第１２条は、通勤手当の支給の額及び支給の方法の定めであり、第２項ただし書中「定

年前再任用短時間勤務職員又は育児短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回

数を考慮して規則で定める職員」を「次条第１項の規定により在宅勤務等手当を支給され

る職員並びに定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員（支給単位期間当たり

の通勤回数を考慮して規則で定める職員に限る。）」に改めるものであります。

第４章の次に１章を加えるものであり、第４章の２を在宅勤務等手当とし、第１２条の

２は、職員に支給する手当に在宅勤務等手当を加え、一定期間以上の期間において１か月

当たり平均１０日を超えて在宅勤務等を行う職員に対し、月額３，０００円を支給するこ

とを定めるものであります。

附則として、この条例は、令和６年４月１日から施行するものであります。

以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。

続きまして、議案第１８号 砂川市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

の一部を改正する条例の制定についてご説明申し上げます。

改正の理由は、地方自治法の一部が改正されたことに伴い、会計年度任用職員に対し勤

勉手当を支給するため、本条例の一部を改正しようとするものであります。

次ページをお開きいただきたいと存じます。砂川市会計年度任用職員の給与及び費用弁

償に関する条例の一部を改正する条例でありますが、改正の内容につきましては３ページ、

附属説明資料の新旧対照表によりご説明申し上げます。向かいまして左側が現行、右側が

改正後となっており、改正部分につきましてはアンダーラインを表示しております。なお、

条文を加える部分につきましては、条文の要旨をご説明いたします。

第２条は、会計年度任用職員の給与の定めであり、第１項中「及び期末手当」を「、期

末手当及び勤勉手当」に改めるものであります。

第１３条は、期末手当の定めであり、第１項中「に限る」の次に「。次条において同

じ」を加え、同条の次に１条を加えるものであり、第１３条の２は、勤勉手当の定めであ

り、フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の支給の範囲、額等について定めるものであ

ります。

第２０条は、期末手当の定めでり、第１項中「に限る」の次に「。次条において同じ」



－143－

を加え、同条の次に１条を加えるものであり、次のページに進みまして、第２０条の２は、

勤勉手当の定めであり、パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の支給の範囲、額等に

ついて定めるものであります。

附則として、第１項は施行期日であり、この条例は、令和６年４月１日から施行するも

のであります。

第２項は、砂川市職員の育児休業等に関する条例の一部改正であり、第７条第２項中

「（地方公務員法第２２条の２第１項に規定する職員（以下「会計年度任用職員」とい

う。）を除く）」を削り、第８条中「会計年度任用職員」を「地方公務員法第２２条の２

第１項に規定する会計年度任用職員」に改めるものであります。

以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。

続きまして、議案第１９号 砂川市行政財産の目的外使用に関する使用料条例の一部を

改正する条例の制定についてご説明申し上げます。

改正の理由は、郵便差出箱及び信書便差出箱に係る使用料について、砂川市道路占用料

徴収条例に準じた額に改めるため、本条例の一部を改正しようとするものであります。

次ページをお開きいただきたいと存じます。砂川市行政財産の目的外使用に関する使用

料条例の一部を改正する条例でありますが、改正の内容につきましては３ページ、附属説

明資料の新旧対照表によりご説明申し上げます。向かいまして左側が現行、右側が改正後

となっており、改正部分につきましてはアンダーラインを表示しております。

別表は、行政財産使用料の算定基準でありますが、その他の項中、郵便差出箱及び信書

便差出箱について年１個２８０円を３３０円に改めるものであります。

次ページをお開きいただきたいと存じます。附則として、この条例は、令和６年４月１

日から施行するものであります。

以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。

〇議長 多比良和伸君 保健福祉部長。

〇保健福祉部長 安田 貢君 （登壇） 議案第２１号及び第２２号についてご説明申し

上げます。

まず、議案第２１号 砂川市敬老助成条例の一部を改正する条例の制定についてであり

ますが、改正の理由は、物価高騰の影響を踏まえ、敬老助成券の金額を増額するため、本

条例の一部を改正しようとするものであります。

初めに、改正の概要について若干申し上げますが、敬老助成券の交付は平成９年度から

高齢者の社会参加や生きがいづくりの促進及び心身の健康保持を図ることを目的として実

施しており、在宅で７５歳以上の市民税非課税者を対象として、バス券、入浴券、ハイヤ

ー券のいずれか１つを選択の上、申請していただくものであります。近年の交付実績とし

てハイヤー券を選択される方が８割以上を占めており、昨年１０月より管内のハイヤー初

乗り運賃が５５０円から６００円へ増額されたことを踏まえ、高齢者の外出機会が引き続
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き確保されるよう、助成金額を増額するものであります。

次のページをお開き願います。砂川市敬老助成条例の一部を改正する条例でありますが、

改正の内容につきましては３ページ、議案第２１号附属説明資料の新旧対照表によりご説

明申し上げます。向かいまして左が現行、右が改正後であり、改正部分にはアンダーライ

ンを表示しております。

第３条は、敬老助成券の種類及び金額の定めであり、同条第２項中「５，３００円」を

「６，０００円」に改めるものであります。

附則として、この条例は、令和６年４月１日から施行するものであります。

以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。

続きまして、議案第２２号 砂川市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について

ご説明申し上げます。

改正の理由でありますが、介護保険法第１２９条第３項の規定に基づき、令和６年度か

ら令和８年度までの介護保険事業運営期間に係る新たな保険料額を定めるため、本条例の

一部を改正しようとするものであります。

初めに、改正の概要についてご説明申し上げますが、介護保険制度は平成１２年４月に

スタートし、６５歳以上の第１号被保険者の保険料は３年ごとに見直すこととされており、

現行は第８期介護保険事業計画に基づき、令和３年度から令和５年度までの３年間の保険

料を年額で定めております。保険料の設定に当たっては課税状況等により区分される段階

区分を設けており、現行の保険料は国が定める標準段階に合わせて第１段階から第９段階

までの９段階に設定していますが、次期の第９期計画について国は介護保険制度の持続可

能性を確保する観点から、第１号被保険者間の所得再分配機能を強化するため、段階区分

を９段階から１３段階へ増やすことを踏まえ、今後３年間における市の保険料につきまし

ても低所得の方への負担軽減を図るとともに、高所得と考えられる方の階層区分を細分化

し、新たに４つの段階を新設することで計１３段階とするものであります。なお、現行の

保険料基準額は第５段階の月額５，０００円、年間６万円でありますが、介護給付費準備

基金を活用の上、次の３年間においてもこの基準額を据え置くものであります。

次のページをお開き願います。砂川市介護保険条例の一部を改正する条例でありますが、

改正の内容につきましては３ページ、議案第２２号附属説明資料、新旧対照表によりご説

明申し上げます。向かいまして左が現行、右が改正後であり、改正部分にはアンダーライ

ンを付しております。

第４条は、保険料率の定めであり、第１項、第２項、第３項及び第４項中「令和３年度

から令和５年度まで」を「令和６年度から令和８年度まで」に改めるものであります。

第１項第１号中「３万円」を「２万７，３００円」に改め、同項第２号中「４万５，０

００円」を「４万１，１００円」に改め、同項第３号中「４万５，０００円」を「４万１，

４００円」に改め、同項に次の４号として第１０号、令第３８条第１項第１０号に掲げる
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者、１１万４，０００円、第１１号、令第３８条第１項第１１号に掲げる者、１２万６，

０００円、第１２号、令第３８条第１項第１２号に掲げる者、１３万８，０００円、第１

３号、令第３８条第１項第１３号に掲げる者、１４万４，０００円を加えるものでありま

す。補足いたしますと、第４条第１項第１号から第３号は保険料段階区分における第１段

階から第３段階に該当する方の年間保険料に係る規定でありますが、いずれも公費負担に

よる保険料の軽減を強化する前の金額に係る改正であり、同項第１０号から第１３号は国

の標準段階に合わせ、新設する４つの段階区分に関わる年間保険料を定めるものでありま

す。

次に、第４条第２項中「１万８，０００円」を「１万７，１００円」に改め、同条第３

項中「１万８，０００円」を「１万７，１００円」に、「３万円を」「２万９，１００

円」に改め、同条第４項中「１万８，０００円」を「１万７，１００円」に、「４万２，

０００円」を「４万１，１００円」に改めるものであります。補足いたしますと、第４条

第２項から第４項は第１段階から第３段階の保険料に適用する公費負担による軽減強化の

規定であり、改正後の金額が第１段階から第３段階の方に適用される公費軽減後の年間保

険料となるものであります。

次に、第６条は、賦課期日後において第１号被保険者の資格取得、喪失等があった場合

の定めであります。４ページになります。第６条第３項の改正は、要旨を申し上げること

で説明とさせていただきますが、賦課期日以降に介護保険料の段階区分が変更となる場合、

変更前の月割り額と変更後の月割り額による合算額が年間保険料となりますが、当該段階

に該当させることで要保護者とならない場合等に適用する段階区分の変更に関し、現行は

第１段階から第８段階までに適用されますが、段階区分の新設に伴い、改正後は第１段階

から第１２段階までに適用されることから、改めるものであります。

附則として、第１項は、施行期日の定めであり、この条例は、令和６年４月１日から施

行するものであります。

第２項は、経過措置の定めであり、改正後の第４条の規定は、令和６年度分の保険料か

ら適用し、令和５年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例によるものとする

ものであります。

なお、５ページには参考資料として介護保険事業計画に係る第８期計画期間（令和３年

度から５年度）と第９期計画期間（令和６年度から８年度）の第１号被保険者保険料の比

較表を添付しておりますので、ご高覧いただきたいと存じます。

以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。

〇議長 多比良和伸君 経済部長。

〇経済部長 野田 勉君 （登壇） それでは、私から議案第２４号、第２５号について

ご説明申し上げます。

初めに、議案第２４号 砂川市企業振興促進条例の一部を改正する条例の制定について
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ご説明申し上げます。

改正の理由は、助成制度の期限を延長することにより、引き続き企業の立地を促進する

ため、本条例の一部を改正しようとするものであります。

次ページをお開き願いたいと存じます。砂川市企業振興促進条例の一部を改正する条例

でありますが、改正内容につきましては３ページ、議案第２４号附属説明資料の新旧対照

表によりご説明申し上げます。向かいまして左が現行、右が改正後となっており、改正部

分につきましてはアンダーラインを表示しております。

附則第３項中「令和６年３月３１日」を「令和１０年３月３１日」に改めるものであり

ます。

附則として、この条例は、公布の日から施行するものであります。

以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。

続きまして、議案第２５号 砂川市中小企業等振興条例の一部を改正する条例の制定に

ついてご説明申し上げます。

改正の理由は、助成の種類に資格等取得支援事業、従業員家賃支援事業及び事業承継促

進事業に対する助成を加えるため、本条例の一部を改正しようとするものであります。

次ページをお開きいただきたいと存じます。砂川市中小企業等振興条例の一部を改正す

る条例でありますが、改正内容につきましては５ページ、議案第２５号附属説明資料の新

旧対照表によりご説明申し上げます。向かいまして左が現行、右が改正後となっており、

改正部分につきましてはアンダーラインを表示しております。

第２条は、定義の定めであり、同条に第５号として、資格等 国家資格、技能検定、技

能講習又は厚生労働大臣指定の専門実践教育訓練、特定一般教育訓練若しくは一般教育訓

練の対象となっている資格をいう。

第６号として、事業承継 中小企業者がその代表者の親族若しくはその役員（業務を執

行する社員、取締役又はこれらに準ずる者をいう。）、使用人その他の従業員若しくは構

成員に事業を引き継ぐこと又は第三者に事業譲渡、株式譲渡その他の方法により事業を引

き継ぐことをいうを加えるものであります。

第５条は、助成の種類の定めであり、同条中「第１１条」を「第１１条の４」に改め、

第７号の次に、第８号として資格等取得支援事業に対する助成、第９号として従業員家賃

支援事業に対する助成、第１０号として事業承継促進事業に対する助成を加え、第８号を

第１１号に改めるものであります。

第１１条の次に３条を加えるものであり、第１１条の２は、資格等取得支援事業に対す

る助成の定めであり、市長は、中小企業者等が従業員（市内に住所を有する者であって、

当該中小企業者等の代表者（法人にあっては、その役員も含む。）の３親等以内の親族で

ないものをいう。以下同じ。）に対し業務に必要な資格等を取得させる事業を行ったとき

は、当該中小企業者等に対し、助成金を交付することができる。
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６ページになります。第２項として、前項に定める助成金の対象となる経費は、事業の

実施に要する費用のうち、資格等の取得に要する受験料、受講料及び登録費用とする。

第３項として、第１項に定める助成金の額は、事業に要した費用のうち、前項に定める

費用の１００分の５０以内とし、その限度額は、次の各号に掲げる雇用している従業員数

の区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、従業員１人につき資格等当たり５万

円をその限度額とする。

第１号として、５人以下、１０万円。

第２号として、６人以上２０人以下、３０万円。

第３号として、２１人以上、５０万円。

第４項として、第１項の助成を受けた中小企業者等は、助成の対象となった従業員が資

格等を取得した後１年以内に転出し、又は退職したときは、市長に助成金を返還するもの

とするを加えるものであります。

第１１条の３は、従業員家賃支援事業に対する助成の定めであり、市長は、中小企業者

等又は中小企業信用保険法第２条第１項第５号に規定する者（以下「医業を主たる事業と

する法人」という。）若しくは社会福祉法第２２条に規定する者（以下これらを「従業員

家賃支援事業対象者」という。）が市外から転入した従業員が賃借する住居（当該従業員

を雇用する事業主が所有する住宅及び公営住宅を除く。以下同じ。）の家賃の助成する事

業（新たに開始する助成又は金額を増額する助成に限る。）を行ったときは、当該従業員

家賃支援事業対象者に対し、助成金を交付することができる。

第２項として、前項に定める助成金の対象となる従業員は、次に掲げる者とする。

第１号として、前項の転入時に年齢が４０歳未満である者。

第２号として、雇用保険に加入している者。

第３項として、第１項に定める助成金の対象となる経費は、事業の実施に要する費用の

うち、契約に基づく住居の賃借料とする。

７ページになります。第４項として、第１項に定める助成金の額は、事業に要した費用

のうち、前項に定める費用の１００分の５０以内とし、その限度額は月額１万円とする。

第５項として、第１項に定める助成金の交付は、従業員が転入した月から起算して３６

月を限度とするを加えるものであります。

第１１条の４は、事業承継促進事業に対する助成の定めであり、市長は、中小企業者が

事業承継に係る事業を行ったときは、当該中小企業者に対し、助成金を交付することがで

きる。

第２項として、前項に定める助成金の対象となる経費は、事業の実施に要する費用のう

ち、別表第３に掲げるものとする。

第３項として、第１項に定める助成金の額は、事業に要した費用のうち、別表第３に掲

げる費用の１００分の５０以内とし、その限度額は５０万円とするを加えるものでありま
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す。

第１２条は、融資のあっせんの定めであり、同条中「中小企業信用保険法第２条第１項

第５号に規定する者」を「医業を主たる事業とする法人」に改めるものであります。

８ページになります。別表第２の次に、別表第３（第１１条の４関係）を加えるもので

あります。

附則として、この条例は、令和６年４月１日から施行するものであります。

以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。

〇議長 多比良和伸君 病院事務局長。

〇病院事務局長 朝日紀博君 （登壇） 議案第２９号 砂川市病院事業の設置等に関す

る条例の一部を改正する条例の制定についてご説明申し上げます。

改正の理由は、診療における専門性を高める観点から診療科を細分化するとともに、結

核患者の減少により結核病床を廃止するため、本条例の一部を改正しようとするものであ

ります。

それでは、次ページをお開きいただきたいと存じます。砂川市病院事業の設置等に関す

る条例の一部を改正する条例でありますが、改正の内容につきましては３ページ、議案第

２９号附属説明資料の新旧対照表によりご説明申し上げます。向かいまして左側が現行、

右側が改正後となっており、改正部分につきましてはアンダーラインを表示しております。

第５条は、経営の基本の定めであり、第２項中、診療科目の呼吸器内科の次に「消化器

内科」を加え、次ページになります。同条第３項中、病床数の「結核病床 ６床」を削り、

「４９８床」を「４９２床」に改めるものであります。

附則として、この条例は、令和６年４月１日から施行するものであります。

以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。

〇議長 多比良和伸君 市民部長。

〇市民部長 堀田一茂君 （登壇） 私から議案第３０号から議案第３２号までについて

ご説明申し上げます。

初めに、議案第３０号 砂川市北地区コミュニティセンターの指定管理者の指定につい

てご説明申し上げます。

地方自治法第２４４条の２第６項及び砂川市北地区コミュニティセンター条例第７条の

規定に基づき、指定管理者を下記のとおり指定したいので議会の議決を求めるものであり

ます。

１、管理を行わせる施設の名称及び所在地は、砂川市北地区コミュニティセンターで、

所在地は砂川市空知太西４条４丁目１０７番地２であります。

２、指定管理者の名称は、そらっぷセンター運営委員会であります。

３、管理を行わせる期間は、令和６年４月１日から令和９年３月３１日までであります。

指定の理由でありますが、砂川市北地区コミュニティセンターについては、そらっぷセ
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ンター運営委員会が指定管理者として管理運営体制が維持されており、地域住民の自主活

動活発化に寄与することから、その実績により継続して当該委員会を指定しようとするも

のであります。

以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。

続きまして、議案第３１号 砂川市東地区コミュニティセンターの指定管理者の指定に

ついてご説明申し上げます。

地方自治法第２４４条の２第６項及び砂川市東地区コミュニティセンター条例第７条の

規定に基づき、指定管理者を下記のとおり指定したいので議会の議決を求めるものであり

ます。

１、管理を行わせる施設の名称及び所在地は、砂川市東地区コミュニティセンターで、

所在地は砂川市焼山１７３番地４であります。

２、指定管理者の名称は、砂川市東地区コミュニティセンター管理運営協議会でありま

す。

３、管理を行わせる期間は、令和６年４月１日から令和９年３月３１日までであります。

指定の理由でありますが、砂川東地区コミュニティセンターについては、砂川市東地区

コミュニティセンター管理運営協議会が指定管理者として管理運営体制が維持されており、

地域住民の自主活動の活発化に寄与することから、その実績により継続して当該協議会を

指定しようとするものであります。

以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。

続きまして、議案第３２号 砂川市南地区コミュニティセンターの指定管理者の指定に

ついてご説明申し上げます。

地方自治法第２４４条の２第６項及び砂川市南地区コミュニティセンター条例第７条の

規定に基づき、指定管理者を下記のとおり指定したいので議会の議決を求めるものであり

ます。

１、管理を行わせる施設の名称及び所在地は、砂川市南地区コミュニティセンターで、

所在地は砂川市東５条南１１丁目３番５号であります。

２、指定管理者の名称は、南地区コミュニティセンター運営委員会であります。

３、管理を行わせる期間は、令和６年４月１日から令和９年３月３１日までであります。

指定の理由でありますが、砂川市南地区コミュニティセンターについては、南地区コミ

ュニティセンター運営委員会が指定管理者として管理運営体制が維持されており、地域住

民の自主活動の活発化に寄与することから、その実績により継続して当該委員会を指定し

ようとするものであります。

以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。

〇議長 多比良和伸君 経済部長。

〇経済部長 野田 勉君 （登壇） 私から議案第３３号及び議案第３５号についてご説
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明申し上げます。

初めに、議案第３３号 砂川市オートスポーツランドの指定管理者の指定についてご説

明申し上げます。

地方自治法第２４４条の２第６項及び砂川市オートスポーツランド条例第７条の規定に

基づき、指定管理者を下記のとおり指定したいので議会の議決を求めるものであります。

１、管理を行わせる施設の名称及び所在地は、オートスポーツランドスナガワであり、

所在地は砂川市オアシスであります。

２、指定管理者の名称は、株式会社邦明商事であります。

３、管理を行わせる期間は、令和６年４月１日から令和９年３月３１日までであります。

指定の理由でありますが、オートスポーツランドスナガワにつきましては、株式会社邦

明商事が指定管理者として管理運営体制が維持されており、その実績により継続して当該

法人を指定しようとするものであります。

以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。

続きまして、議案第３５号 砂川市北吉野コミュニティセンターの指定管理者の指定に

ついてご説明申し上げます。

地方自治法第２４４条の２第６項及び砂川市北吉野コミュニティセンター条例第６条の

規定に基づき、指定管理者を下記のとおり指定したいので議会の議決を求めるものであり

ます。

１、管理を行わせる施設の名称及び所在地は、砂川市北吉野コミュニティセンターであ

り、所在地は砂川市北吉野町２９９番地２であります。

２、指定管理者の名称は、砂川市北吉野コミュニティセンター運営委員会であります。

３、管理を行わせる期間は、令和６年４月１日から令和９年３月３１日までであります。

指定の理由でありますが、砂川市北吉野コミュニティセンターにつきましては、砂川市

北吉野コミュニティセンター運営委員会が指定管理者として管理運営体制が維持されてお

り、地域住民の自主活動の活発化に寄与することから、その実績により継続して当該委員

会を指定しようとするものであります。

以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。

〇議長 多比良和伸君 保健福祉部長。

〇保健福祉部長 安田 貢君 （登壇） 議案第３４号 砂川市老人憩の家の指定管理者

の指定についてご説明申し上げます。

地方自治法第２４４条の２第６項及び砂川市老人憩の家条例第６条の規定に基づき、指

定管理者を下記のとおり指定したいので議会の議決を求めるものであります。

施設は市内５か所の老人憩の家であり、１、管理を行わせる施設の名称及び所在地及び

２、指定管理者の名称及び施設名について併せてご説明申し上げます。１か所目は、砂川

市空知太老人憩の家であり、所在地は砂川市空知太東２条４丁目１番３６号、指定管理者
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は砂川市空知太老人憩の家運営委員会であります。２か所目は、砂川市石山老人憩の家で

あり、所在地は砂川市空知太東３条２丁目１０番５号、指定管理者は砂川市石山団地町内

会であります。３か所目は、砂川市北光老人憩の家であり、所在地は砂川市西３条北１６

丁目１番１０号、指定管理者は砂川市北光団地町内会であります。４か所目は、砂川市南

吉野老人憩の家であり、所在地は砂川市吉野２条南６丁目３番９号、指定管理者は砂川市

南吉野町内会長連絡協議会であります。５か所目は、砂川市宮川老人憩の家であり、所在

地は砂川市西３条南１０丁目２番５号、指定管理者は砂川市宮川老人憩の家運営委員会で

あります。

３、管理を行わせる期間は、令和６年４月１日から令和９年３月３１日までであります。

指定の理由でありますが、各老人憩の家につきましては町内会等が指定管理者として管

理運営体制が維持されており、高齢者及び地域住民の福祉の向上が図られることから、そ

の実績により継続して当該町内会等を指定しようとするものであります。

以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。

〇議長 多比良和伸君 議案第７号の提案説明は休憩後に行います。

１０分間休憩します。

休憩 午前１０時４４分

再開 午前１０時５４分

〇議長 多比良和伸君 休憩中の会議を開きます。

議案第７号の提案説明を求めます。

総務部長。

〇総務部長 板垣喬博君 （登壇） 議案第７号 令和６年度砂川市一般会計予算につい

てご説明申し上げます。

初めに、予算書の１ページをお開きいただきたいと存じます。第１条は、歳入歳出予算

であります。歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１５６億３，６００万円と定める

ものであります。この予算は、令和５年度６月補正後予算と比較いたしますと１７億９，

８４７万１，０００円の増となり、対前年比で１３．０％の増となったところであります。

第２条は、継続費であります。９ページ、第２表、継続費に記載のとおり、１０款教育

費、１項教育総務費の義務教育学校建設工事７８億８，２６０万円について令和６年度、

令和７年度の２か年の継続事業として総額及び年割額を定めるものであります。

第３条は、債務負担行為であります。１０ページ、第３表、債務負担行為に記載のとお

り、農業振興地域整備計画更新業務委託について期間を令和６年度から令和７年度まで、

限度額を９５１万５，０００円と定めるものであります。

第４条は、地方債であります。１１ページ、第４表、地方債に記載のとおり、公営住宅

建設事業債以下８件について限度額の合計を２２億４，０１０万円と定めるものでありま

す。
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第５条は、一時借入金であります。一時借入金の借入れの最高額を３０億円と定めるも

のであります。

第６条は、歳出予算の流用であります。同一款内で各項の間の経費の金額を流用するこ

とができる場合は、各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生

じた場合と定めるものであります。

それでは、内容の説明を申し上げますが、市政執行方針の２８ページに令和６年度予算

大綱説明資料を添付しておりますので、こちらに沿って説明してまいります。歳出から説

明いたしますので、３２ページをお開きいただきたいと存じます。予算書におきまして事

業ごとに説明しておりますので、説明資料につきましても同様の表示としたところであり

ます。説明資料につきましては予算書のページを記載しておりますが、ページにつきまし

ては省略して説明させていただきます。また、各項目の頭に付してある一つ丸は継続事業

であり、二重丸及びアンダーラインを付してあるのは新規事業あるいは臨時事業でありま

す。なお、括弧内の数字は前年度６月補正後予算額であります。それでは、二重丸及びア

ンダーラインの事業を中心に説明してまいります。

１款議会費は９，７７２万２，０００円で、前年度と比較して５３万１，０００円の増

となります。

１目議会費の一つ丸、議会の運営に要する経費でペーパーレス会議システム利用料３６

万５，０００円は、ペーパーレス会議システムを導入することにより議案、資料等のペー

パーレス化やスケジュールの共有等を行うことで議会活動の利便性の向上及び議会関連業

務の効率化を図るためのものであり、備品購入費７万６，０００円は本会議における質疑

または一般質問において写真、パンフレット等を使用する際の議場説明用ボードスタンド

を購入するものであります。

２款総務費は１０億８，３２０万８，０００円で、前年度と比較して１，５３１万円の

増となります。

１目一般管理費の一つ丸、庶務事務に要する経費で文書管理・電子決裁システム保守点

検委託料５４万１，０００円及び文書管理・電子決裁システム使用料２２３万１，０００

円は、令和５年８月にプロポーザルにて導入したシステムの保守費用及びシステム使用料

であります。

４目会計管理費の一つ丸、会計事務に要する経費で備品購入費３１６万５，０００円は、

現在窓口業務で使用している小型入出金管理機について令和６年７月から発行される新紙

幣に対応する機種に更新するものであります。

５目財産管理費の一つ丸、公用車の管理に要する経費で車両購入費５６８万１，０００

円は、計画的に更新している公用車の本年度計画分２台の更新費用であります。

１０目市民生活推進費の一つ丸、東地区コミュニティセンターの管理に要する経費で照

明ＬＥＤ化改修工事費９３８万３，０００円は、施設照明をＬＥＤ化するものであります。
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１１目情報化推進費の一つ丸、情報化推進に要する経費で機器廃棄処理委託料１４５万

８，０００円は、職員のパソコンの更新に伴い、不用となるパソコン等を処分するための

委託料であり、デジタルトランスフォーメーション推進業務委託料３５２万８，０００円

は、国はデジタルトランスフォーメーション推進のマネジメントを担う外部人材の積極的

な任用を求めており、砂川市デジタルトランスフォーメーション推進本部長補佐官業務に

ついて委託するものであり、メールセキュリティーシステム更新委託料１３１万６，００

０円は令和７年３月に外部より受信するインターネットメールのセキュリティーソフトの

サポートが終了することから更新するものであり、備品購入費４，８２６万３，０００円

は計画的に更新している職員の情報系のパソコンの本年度計画分２０３台及びモニター、

パソコン設定費用等であります。

１目徴税費の一つ丸、市税の賦課事務に要する経費で申告支援システム申告書電子引継

ぎ設定委託料２２万３，０００円は、書面による税務署への確定申告書の引継ぎを電子引

継ぎできるよう、申告支援システムの設定を変更するためのもので、システム改修委託料

４４０万円は令和６年度の税制改正により所得税及び個人住民税の定額減税が実施される

ことに伴い、システムを改修するものであります。同じく一つ丸、市税の徴収事務に要す

る経費で滞納管理システム改修委託料４４万円は、令和元年度の税制改正により令和６年

度から国内に住所のある個人に対して森林環境税が課税されることに伴い、システムを改

修するものであり、情報システム標準化・共通化業務委託料１０８万９，０００円は、滞

納管理システムについて国で定める業務の標準化、共通化への移行に向けて必要な環境構

築業務を行うものであります。

１目戸籍住民基本台帳費の一つ丸、戸籍住民基本台帳に要する経費で戸籍システム改修

委託料１４４万１，０００円は、戸籍及び戸籍の附票の読み仮名記載に対応するためシス

テムを改修するものであり、情報システム標準化・共通化業務委託料１８４万８，０００

円は、戸籍情報システム及び戸籍附票システムについて国で定める業務の標準化、共通化

への移行に向けて必要な環境構築業務を行うものであり、戸籍システム更新委託料６９９

万６，０００円は、機器の法定耐用年数及び保守期限を迎えたことから、システムを更新

するものであります。同じく一つ丸、住民基本台帳ネットワークシステム管理に要する経

費で備品購入費７３６万６，０００円は、住民基本台帳ネットワークシステムについてＪ

―ＬＩＳより機器の更新について標準更新期間が示されたことに伴い、機器を更新するも

のであります。同じく一つ丸、旅券事務に要する経費で備品購入費４４万６，０００円は、

旅券の交付時に受け取り者が旅券内容を確認するためのＩＣ旅券用窓口端末機について機

器の耐用年数が経過することから更新するほか、今年度からの電子申請、切替え申請のみ

でありますが、の開始に伴い、バーコードリーダーを購入するものであります。同じく一

つ丸、住民票等コンビニ交付サービスに要する経費でシステム改修委託料６６万円は、令

和６年度から森林環境税が課税されることに伴い、発行する税証明書についてレイアウト



－154－

を変更するため、システムを改修するものであります。

同じく目が丸の知事・道議選挙費、同じく目が丸の市長・市議選挙費は、皆減でありま

す。

次に、３款民生費は２５億９，１７０万３，０００円で、前年度と比較して１億９，２

５６万６，０００円の増となります。

１目社会福祉総務費の二重丸、社会福祉協議会補助金２，９７２万６，０００円は、こ

れまでの運営費補助に加え、高齢化等による権利擁護事業や日常生活自立支援事業等の増

加に対応するため、令和６年度より社会福祉協議会の相談員を１名増員し、職員体制の強

化を図ることから、係る費用について支援するものであります。同じく二重丸、旧総合福

祉センター解体工事費補助金５，０６３万８，０００円は、旧総合福祉センターについて

老朽化による危険性の除去など周辺の環境整備のため、社会福祉協議会に対し解体工事に

対する支援を行うものであります。

４目身体障害者福祉費の一つ丸、重度心身障害者医療に要する経費でシステム改修委託

料２２万６，０００円は、医療費を無料化することに伴い、令和６年８月以降に交付する

重度心身障害者医療の受給者証の修正のためシステムを改修するものであり、医療費扶助

３，１９７万４，０００円のうち、子育て世帯の負担軽減のため高校生等まで医療費を無

料化することに伴う増額分は１７万４，０００円であります。

６目老人福祉費の二重丸、社会福祉法人砂川福祉会運営補助金１１７万５，０００円は、

市内の介護サービスにおいて極めて大きな役割を果たしている砂川福祉会に対し、介護ロ

ボットやＩＣＴ等導入支援費用を補助することで従事者の労働環境の改善を実現し、安心

して入所、利用できる施設整備を図るものであります。同じく二重丸、社会福祉法人砂川

福祉会空調設備整備費補助金２億４，１４２万８，０００円は、同じく砂川福祉会に対し

エアコン設置費用を補助することで入所者の生活環境の改善を実現し、安心して入所、利

用できる施設整備を図るものであります。

８目ふれあいセンター費の一つ丸、ふれあいセンターの管理に要する経費で外壁等改修

工事費６，４７４万６，０００円は、ふれあいセンターは築後３３年以上が経過している

ことから計画的に施設整備を進めており、今年度は劣化している外壁等を改修し、施設の

長寿命化を図るものであります。

次に、３３ページ、１目児童福祉総務費の一つ丸、子ども医療に要する経費で手数料１

１６万９，０００円のうち、高校生等まで医療費を無料化することに伴う増額分は２２万

７，０００円であり、医療費扶助４，０７７万５，０００円のうち、同じく無料化に伴う

増額分は１，５２２万７，０００円であります。同じく一つ丸、ひとり親家庭等医療に要

する経費で医療費扶助７７１万１，０００円のうち、無料化に伴う増額分は１０７万５，

０００円であります。

３目子ども発達支援費の一つ丸、子ども通園センターの運営管理に要する経費でプール
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等設備改修工事費５５０万円は、子ども通園センターに設置されているプールは老朽化が

進んでいるほか、使いにくい状況にあるため、療育内容の充実につながるよう施設整備を

図るものであります。同じく二重丸、子ども通園センターＩＣＴシステム導入に要する経

費７０万円は、保護者との連絡体制を強化するとともに、職員の療育記録作成、情報共有、

請求事務等を迅速に行うことができる専用ソフト等を導入することにより、保護者の利便

性の向上及び職員の業務負担の軽減を図るものであります。

４目子育て支援費の一つ丸、病児・病後児保育に要する経費で備品購入費８万５，００

０円は、病児・病後児保育施設において使用済おむつの自施設処理を行うことで使用済お

むつの持ち帰りで生じていた保護者負担を解消し、利便性の向上を図るため、屋内用ごみ

箱を購入するものであります。同じく二重丸、子ども・子育て支援事業計画策定に要する

経費３２５万９，０００円は、子ども・子育て支援法に基づき策定が義務づけられている

子ども・子育て支援事業計画について令和２年度から令和６年度までの第２期計画が終了

することから、令和５年度に実施したニーズ調査の結果を基に令和７年度から令和１１年

度までの第３期計画を策定するものであります。同じく一つ丸、すこやか子育て応援事業

に要する経費の乳児すこやか応援クーポン券補助金４０８万円は、これまで乳児の保護者

に対して支給してきた乳児おむつ無料クーポン券の事業対象用品を拡充し、保護者の利便

性の向上を図るものであります。同じく二重丸、幼稚園等副食費助成事業に要する経費２

３４万２，０００円は、市内に住所を有し、かつ市内外の幼稚園または認可外保育施設に

在籍している児童の保護者に対し副食費相当額を助成し、保護者の経済的な負担軽減を図

るものであります。

５目保育所費の一つ丸、保育所の運営管理に要する経費で工事請負費の１，４５８万６，

０００円のうち、さくら保育園照明ＬＥＤ化改修工事は施設照明をＬＥＤ化するものであ

り、空知太保育所玄関アプローチ改修工事は玄関アプローチの改修工事を行うことで児童、

保護者が安心して保育所を利用できる環境の整備と業務における職員の体力的な負担軽減

を図るものであり、備品購入費３６１万２，０００円は保育所及び子育て支援センターに

おいて使用済おむつの自園処理を行うことで使用済おむつの持ち帰りで生じていた保護者

負担を解消し、利便性の向上を図るため、屋内用、屋外用ごみ箱のほか、経年劣化してい

る空知太保育所のカーテン、各保育所におけるデジタル身長計などを購入するものであり

ます。

次に、４款衛生費は７億９８万２，０００円で、前年度と比較して５，３７４万６，０

００円の減となります。

１目保健衛生費の一つ丸、保健衛生対策に要する経費で健康管理システム改修等委託料

２１８万８，０００円は地域保健・健康増進法の調査票の改正などに伴うシステム改修費

用であり、情報システム標準化・共通化業務委託料１，８４４万７，０００円は健康管理

システムについて国で定める業務の標準化、共通化への移行に向けて標準化に対応してい
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るシステムの導入業務を行うものであり、健康管理システム使用料５３万１，０００円は

標準化対応しているシステムの使用料であります。

２目予防費の一つ丸、生活習慣病予防に要する経費で若年者生活習慣病予防健診委託料

５０万２，０００円は、早期からの生活習慣病予防への関心を高め、生活習慣病の発症予

防、重症化予防につなげるため、中等度、高度肥満の割合が全国、全道と比較して高い小

学５年生及び２０歳から３９歳までの職場等で受診機会のない被扶養者のほか、今年度よ

り中等度、高度肥満の割合が全国、全道と比較して高い傾向にある中学２年生を対象に加

え、健診及び保健指導を実施するものであり、産後生活習慣病予防健診委託料１０万９，

０００円は、妊娠糖尿病や高血圧の産婦は糖尿病の発症や血管障がいにつながるなど生活

習慣病の予防対象者となる割合が高いことから、１歳６か月児の母を対象に自己負担なく

生活習慣病予防健診を実施することにより、生活習慣病の発症予防及び重症化予防を図る

ものであります。

３目母子保健費の二重丸、先進不妊治療費等補助金３３万５，０００円は、医療保険適

用となる生殖補助医療と併用して厚生労働省における先進医療として実施された医療保険

適用外の不妊治療費等の一部を助成し、子供を望む夫婦の経済的な負担軽減を図るもので

あります。

４目環境衛生費の一つ丸、公衆浴場運営等補助金で公衆浴場運営費補助金８８万７，０

００円は、公衆浴場の確保と経営の安定を図るため、経営の維持が困難な浴場に対し、運

営経費の一部を補助するものであります。同じく二重丸、砂川地方食品衛生協会負担金２

万円は、地域住民へ安全で安心な食品を提供することを目的として旧砂川保健所の管轄区

域の２市３町の食品に携わる事業者で組織されている砂川地方食品衛生協会について、コ

ロナ禍の影響や高齢化などにより事業者の廃業が増加したことなどに伴い、会員数の減少

により運営が厳しいことから、２市３町が賛助会員となり、支援するものであります。

１目ごみ処理費の一つ丸、ごみ収集処理に要する経費でごみ処理場モニタリング業務委

託料３０万８，０００円は、施設更新や今後の長期的かつ安定的な最終処分手法の在り方

を検討するため施設の運営状況について専門的に分析を行うものであり、浸出水処理施設

長寿命化工事費３，８４５万６，０００円は、焼山ごみ処理場の浸出水処理施設等の老朽

化が進んでいることから計画的に設備の更新及び修繕を行うもので、本年度は処理施設内

各槽の漏水を予防する防食塗装、各設備の制御ユニット及び緊急通報装置の更新を行うも

のであります。

次に、５款労働費は１，４３９万４，０００円で、前年度と比較して１４８万５，００

０円の増となります。

１目労働諸費の二重丸、若年者就労支援事業に要する経費４７万９，０００円は、市内

企業の魅力発信を行うとともに若者のキャリアデザインを推進することで雇用創出を図り、

地元での就職につながる環境づくりを推進するため、新入社員向け研修会やジョブスター
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ト事業の講師謝礼、子育て世帯向け企業情報チラシの作成などを行うものであります。

次に、６款農林費は１億５，８２６万１，０００円で、前年度と比較して３，２４２万

４，０００円の増となります。

２目農業振興費の一つ丸、農業振興事業に要する経費で農業振興地域整備計画更新業務

委託料６３８万円は、現在の農用地区域内には農地への開墾予定のない山林や原野が含ま

れているほか、現在農地として活用されているが、農業振興地域の白地となっている区域

があることから、現状の土地利用状況に合わせて計画の更新を行うものであり、施設園芸

渇水対策支援補助金３０７万３，０００円は、北海土地改良区水利及び河川水利のない地

域において近年の高温及び降水量の不足によるため池の渇水により施設園芸作物、トマト、

ミニトマト、キュウリなどの生育に影響が生じ、収量の減少及び品質が低下する事態とな

っていることから、ため池の増設及び整備工事、農業用水運搬などの対策に係る費用の一

部を助成するものであります。同じく一つ丸、鳥獣被害対策に要する経費で備品購入費２

５万７，０００円は、ヒグマの目撃や痕跡確認が多発していることから、ヒグマの出没状

況、移動経路の確認、個別の判別を行い、安全対策を講じるため、監視カメラを増台する

ものであります。同じく一つ丸、新規就農育成支援事業に要する経費で新規就農者支援事

業補助金１６万６，０００円は新規就農者に対し、農用地の賃借料及び農業用機械等購入

費の一部を補助するものであり、経営発展支援事業補助金３７５万円は新規就農者に対し、

就農後の経営発展のために必要な機械、施設の取得等の取組を支援するものであります。

３目農業基盤整備事業費の一つ丸、農業農村整備に要する経費で道営北光袋地地区水利

施設等保全高度化事業負担金２，３３７万５，０００円は、タマネギは収穫量や品質など

に天候が影響するものであり、北光袋地地区はかん水体制が整備されておらず、干ばつに

対応できないことから、道営事業を活用した整備を推進するための負担金であります。

１目林業振興費の二重丸、森林経営管理に要する経費１，３０７万５，０００円は、森

林経営管理法に基づき経営や管理が適切に行われていない森林について適切な経営や管理

の確保を図るため、市が仲介役となり、森林所有者と意欲と能力のある森林経営者をつな

ぐシステムを構築するため、所有者の意向を確認するとともに、経営管理が円滑に行える

よう、路網の整備工事費及び森林環境譲与税を基金に積み立てるものであります。

次に、３４ページ、７款商工費は１２億１，０６８万５，０００円で、前年度と比較し

て１０億３６万８，０００円の増となります。

１目商工振興費の一つ丸、商工業振興対策に要する経費で中小企業等振興補助金４７２

万８，０００円は、砂川市中小企業等振興条例に基づく商店街店舗整備事業、商店街活性

化事業、人材育成事業など、これまでの各種助成制度に新たに資格等取得支援事業、従業

員家賃支援事業、事業承継促進支援事業を加え、雇用の促進や定着、従業員の市内居住の

促進、後継者不足等による廃業を防ぐ事業承継の促進を図るものであります。同じく二重

丸、地方創生臨時交付金事業（物価高騰対応重点支援分）に要する経費３，８４９万６，
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０００円は、商工会議所が継続して実施しているプレミアム商品券発行事業に対し、その

経費の一部を補助することにより地元商店街等での消費活動を促し、商工業の活性化を図

るもので、ワンセット６，５００円の商品券をプレミアム率３０％として５，０００円で

販売するプレミアム商品券発行事業補助金及び令和６年度の砂川商店会連合会が実施する

夏及び冬の売出し、納涼盆踊り大会における商品券発行事業に対し、その経費の一部を補

助することにより地元商店街における直接的な購買行動を促し、中心市街地及び商店街の

活性化を図る商店会連合会商品券発行事業補助金であります。

２目企業誘致費の二重丸、東京砂川会に要する経費１１４万９，０００円は、今年設立

４０周年州を迎える東京砂川会総会の開催経費であります。

３目観光費の二重丸、スイートロード事業補助金４４万６，０００円は、砂川のお菓子

の魅力でまちのイメージアップと市外からの誘客を図るすながわスイートロード協議会に

活動を円滑に実施するため、経費の一部を補助するものであります。同じく二重丸、地方

創生臨時交付金事業（物価高騰対応重点支援分）に要する経費１６１万円は、すながわス

イートロード協議会が実施する市内飲食店やスイートロード加盟店舗、観光拠点と連携し

たデジタルスタンプラリーの経費の一部を補助するものであります。

５目駅前地区整備事業費の二重丸、駅前地区整備事業費１０億３，８０７万３，０００

円は、まちなかの新たな賑わいの創出を目的とする駅前施設建設工事については令和６年

１月に２か年継続事業として着手しており、本年度は引き続き建設工事を進めるとともに

駐車場工事、建物に係る附帯工事を実施するほか、電柱及び電気通信設備の移設補償金な

どの経費であります。

次に、８款土木費は１５億３，３１９万４，０００円で、前年度と比較して５，６５２

万円の増となります。

２目道路橋梁維持費の二重丸、道路橋梁の修繕工事費７，２４３万円は、山本橋撤去工

事及び東正和橋修繕工事の設計委託、西２条北通りほか２路線歩道改修の設計委託及び工

事、東１線ほか１路線の排水修繕工事であります。同じく一つ丸、流雪溝の維持管理に要

する経費で工事請負費３４３万２，０００円は、流雪溝配管修繕工事及び流雪溝吸い込み

配管更新工事であります。

３目道路橋梁新設改良費の二重丸、道路橋梁新設改良事業費４億９，９９７万８，００

０円は、改良舗装等工事１３路線、測量設計委託５件、街路灯設置等工事であります。

１目河川費の一つ丸、河川の維持管理に要する経費で石山川排水施設改修工事負担金４

２万５，０００円は、北海道が石山川総合流域防災工事に併せて行う市が所有する道路排

水施設の改築工事の負担金であります。同じく二重丸、護岸改修事業費４，８８０万６，

０００円は、樋口川護岸改修工事及び南５号川護岸改修工事であります。

１目都市計画総務費の二重丸、ＪＲ砂川駅設備改善事業に要する経費１４万９，０００

円は、ＪＲ砂川駅を高齢者や障がい者をはじめとする市民が安全かつ快適に利用できるよ
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う、バリアフリー化に向けた協議、検討を引き続き進めるほか、ホーム待合室の維持管理

を行うものであります。

２目公園管理費の一つ丸、公園の維持管理に要する経費で修繕料３，４７２万８，００

０円は北光公園内の北光沼の水草処理及びしゅんせつ事業が主なものであり、工事請負費

１，０７３万８，０００円は、公園施設長寿命化計画に基づき、老朽化している５か所の

公園遊具の修繕を行う公園施設長寿命化遊具修繕工事、屋根の改修及び男子、女子トイレ

の洋式化を行う北光公園艇庫裏トイレ改修工事、老朽化した新石山公園、新町公園の街灯

を改修する公園街灯改修工事であります。同じく一つ丸、オアシスパークの管理に要する

経費で小型距離表示看板設置工事費１１５万５，０００円は、オアシスパーク内回りコー

スルートに小型距離表示看板を８基設置するものであります。

１目市営住宅管理費の一つ丸、市営住宅の管理に要する経費で北光・三砂団地建材アス

ベスト調査委託料１２７万９，０００円は、大気汚染防止法により建物の解体や内部改修

等を行う際、人体に影響のある石綿成分が含有されていないか事前調査することが義務づ

けられているため、外壁改善工事予定の北光団地及び三砂団地の各建材について調査を行

うものであり、工事請負費５，４７０万３，０００円は、住み替えに伴い用途廃止した住

棟を解体する宮川団地解体工事、砂川市公営住宅等長寿命化計画に基づき階段共用部の手

すり等の設置工事を行う東町団地及び寺町団地共用部階段改修工事、年次計画で非常用照

明を更新している宮川中央団地非常用照明ＬＥＤ化改修工事、公営住宅集中給油システム

の耐用年数が経過したため更新を行う南吉野団地集中給油システム更新工事であります。

次に、３５ページ、同じく一つ丸、改良住宅の管理に要する経費で工事請負費１億３，３

１１万１，０００円は、市営住宅と同様に階段共用部の手すり等の設置工事を行う宮川中

央団地共用部階段改修工事、屋根、外壁改善工事により長寿命化を図る北光団地屋根・外

壁改善工事、物置を改修する宮川中央団地物置改修工事、灯油タンクの老朽化に伴う改修

を行う宮川中央団地灯油タンク改修工事を行うものであります。

２目住宅管理費の二重丸、ハートフル住まいる推進事業に要する経費７，０００万円は、

定住促進とまちなか居住の誘導及び良質な住宅ストック形成、地元企業の利用促進を目的

とした高齢者の住宅の安全対策改修工事に係る高齢者等安心住まいる住宅改修補助金、主

に改修工事に対する永く住まいる住宅改修補助金、新築、中古住宅の購入に係るまちなか

住まいる等住宅促進補助金、空き家等の解消を目的とする老朽住宅除却費補助金、自然エ

ネルギーの活用の促進を目的とする住宅用太陽光発電システム導入費補助金であります。

同じく一つ丸、空き家等の適正管理に要する経費で特定空家等解体工事費６５３万４，０

００円は、平成６年発生の火災から現在まで空き家のまま放置されており、所有者が令和

５年１月に逝去し、所有者不存在となった物件について特定空家等に認定し、略式代執行

により除却を行うものであります。同じく二重丸、住み替え支援事業に要する経費１，６

０５万８，０００円は、住み替えや移住、定住の促進を図る登録物件促進補助金、移住促
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進補助金、子育て世帯や若年夫婦の住み替えを支援する同居近居促進補助金、子育て支援

補助金、市内の医療機関や介護施設等に勤務する医療、介護従事者の住宅購入を補助する

医療介護従事者移住定住促進補助金などであります。同じく二重丸、住生活基本計画策定

に要する経費４４５万２，０００円は、住生活の安定の確保及び向上の促進を図ることを

目的に平成２８年度に策定した住生活基本計画について令和６年度で計画期間が終了する

ことから、計画の更新を行うものであります。

次に、９款消防費は３億８，９１６万１，０００円で、前年度と比較して７，１４２万

８，０００円の減となります。

２目災害対策費の一つ丸、災害対策に要する経費で備蓄品購入費１８７万６，０００円

は、賞味期限が迫る非常用食料品とダンボールベッドを購入し、備蓄を進めるものであり

ます。

次に、１０款教育費は１６億８，８７０万円で、前年度と比較して６億４，７３５万３，

０００円の増となります。

２目事務局費の一つ丸、砂川高校の支援に要する経費の国際交流授業補助金５０万円は、

民間団体の協力によりオンラインツールを活用した海外高校生との国際交流授業が行われ

ており、今後も生徒たちが国際的な学習環境に触れ、親しみ、語学力やコミュニケーショ

ン能力の向上を図るなどの特色ある教育活動に取り組めるよう補助するものであります。

同じく二重丸、市立小中学校の適正規模、適正配置の検討に要する経費１１６万９，００

０円は、統合準備委員会及び小中一貫教育推進委員会を引き続き設置し、適正配置等に必

要な具体的事項の調査研究を行うための経費であります。同じく二重丸、砂川天使幼稚園

運営補助金６５万円は、砂川天使幼稚園が市内小中学校及び保育園に導入済みの保護者ア

プリ、コドモンを導入することから、その導入に係る初期費用の一部と幼稚園が新たに週

２回実施する給食サービスに係る費用の一部を補助するものであります。同じく一つ丸、

その他事務局に要する経費の機器廃棄処理委託料５２万５，０００円は、教職員が使用す

る校務用パソコンの更新に伴い、不用となるパソコン等を処分するための委託料でありま

す。

３目義務教育学校建設事業費の二重丸、義務教育学校建設事業費７億９，１６２万４，

０００円は、令和８年度に開校予定の義務教育学校の建設に当たり、継続事業として引き

続き基本設計、実施設計委託及び移転支援業務委託を行うほか、基本設計、実施設計に基

づく校舎建設工事及び砂川中学校仮設駐車場整備工事を実施するものであります。同じく

二重丸、開校準備に要する経費８５万３，０００円は、令和８年度の義務教育学校開校に

当たり、校章、校歌制作に係る業務委託を行うものであります。

１目小学校管理費の一つ丸、学校の管理に要する経費で備品購入費１，６７０万８，０

００円は、平成２９年度に購入した教職員が使用する校務用パソコンを更新する経費が主

なものであります。



－161－

２目小学校教育振興費の二重丸、市費教員任用に要する経費６８１万９，０００円は、

北光小学校の複式学級に児童の学習をサポートする支援員を配置する経費であります。同

じく二重丸、教師用教科書、指導書に要する経費１，３８６万８，０００円は、令和６年

度からの小学校の教科書改訂に伴い、新たに教師用教科書及び教師用指導書を購入するも

のであります。

１目中学校管理費の一つ丸、学校の管理に要する経費で旧石山中学校地下灯油タンク洗

浄作業委託料１６４万１，０００円は、石山中学校閉校後地下灯油タンクについては使用

していないことから休止し、休止に伴い必要となるタンク内の洗浄作業及び危険物の流入

を防ぐ閉止板等の設置作業について委託するものであり、旧石山中学校教員住宅解体工事

費２８７万１，０００円は、昭和４５年に建設され、今後も利用見込みがないことから解

体するものであり、備品購入費４７９万３，０００円は平成２９年度に購入した教職員が

使用する校務用パソコンを更新する経費が主なものであります。

２目中学校教育振興費の二重丸、部活動の地域移行に要する経費５７万円は、中学校に

おける部活動について国のガイドラインに基づき、令和５年度から令和７年度までの３年

間において休日の部活動から段階的に地域へ移行するため、学校や関係団体等の意見を踏

まえ、協議体で検討を進めるための費用であります。

１目社会教育費の一つ丸、文化財保護に要する経費で史跡記念碑・標柱等修繕料１２６

万円は、砂川市の史実を伝えるため市内に設置している史跡記念碑、標柱等に経年劣化が

見られることから、計画的に修繕を行うものであり、標柱３か所、記念碑３基の修繕を行

うものであります。同じく一つ丸、青少年健全育成事業に要する経費で車借り上げ料３６

万４，０００円のうち３２万９，０００円は、劇団四季の社会貢献事業が砂川市で実施さ

れることに伴い、各小学校から会場までの児童送迎に係る経費であり、劇団四季「こころ

の劇場」小学生鑑賞事業負担金７万７，０００円は、舞台設営の搬出入に係る費用を負担

するものであります。同じく一つ丸、地域交流センターの運営管理に要する経費で工事請

負費１億３，０７０万２，０００円は、地域交流センターは平成１９年１月に開設以来１

７年が経過し、建物躯体や設備等に経年劣化が見られることから、施設環境の整備のため

計画的に改修を行っており、今年度は大ホール等音響設備改修工事、ミニホール等照明Ｌ

ＥＤ化改修工事、暖房設備改修工事、電話システム改修工事を行うものであり、備品購入

費６６万円は印刷機の更新を行うものであります。同じく二重丸、学校運営協議会に要す

る経費３１７万７，０００円は、学校、家庭、地域が一体となって学校運営の改善及び児

童生徒の健全育成に取り組むため、市内各小学校及び中学校において設置している学校運

営協議会の活動を支援するための経費であります。

２目公民館費の一つ丸、公民館の管理に要する経費で受変電設備改修工事費２８９万３，

０００円は、開設当初から設置している受変電設備について施設の安定維持を図るため、

改修工事を行うものであります。
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次に、３６ページ、３目図書館費の一つ丸図書館の運営管理に要する経費の図書館管理

システム等購入費５０９万８，０００円は、図書館管理システムの更新に併せ、マイナン

バーカードに図書館カードの機能を登載することで図書館利用者の利便性向上を図るため

のシステム更新に係る経費であります。

１目市民スポーツ推進費の一つ丸、体育振興及び指導に要する経費でスポーツ教室指導

謝礼４２万円は、スポーツ団体活動の充実を図るため、市内の児童生徒や指導者等を対象

としたスポーツ教室を開催する経費であります。同じく一つ丸、海洋スポーツの振興に要

する経費で備品購入費６７万６，０００円は、艇庫開放事業における安全性の確保や利用

促進を図るため、ライフジャケット及びレクリエーションカヌーを購入するものでありま

す。

２目体育施設費の一つ丸、総合体育館の管理に要する経費で修繕料１６９万９，０００

円は、昭和５４年の開館当初から使用している総合体育館メインアリーナの時計について

故障が多くなっていることから修繕するものであります。同じく一つ丸、テニスコートの

管理に要する経費で修繕料１２万８，０００円は、平成９年の開設当初から使用している

テニスコート管理棟北側の時計について故障が多くなっていることから修繕するものであ

ります。

１目給食センター費の一つ丸、学校給食の実施に要する経費で自動フライヤー購入費９

８１万２，０００円は、平成１０年の開設当初から使用している揚げ物を調理する自動フ

ライヤーについて、継続的に学校給食を提供するため更新するものであります。同じく二

重丸、学校給食費無償化補助金４，７２３万１，０００円は、小中学校に在学する児童生

徒の学校給食費を無償化し、保護者の経済的な負担軽減を図るものであります。

次に、１１款公債費は１３億５，７２０万８，０００円で、前年度と比較して３，６３

４万円の減となります。

次に、１２款諸支出金は３３億１，０５９万１，０００円で、前年度と比較して８，１

５０万９，０００円の減となります。増減につきましては、１目国保会計繰出金は１８５

万７，０００円の増であり、２目下水道会計繰出金は４３５万１，０００円の増であり、

３目病院会計繰出金は５，５４２万６，０００円の減であり、４目介護保険会計繰出金は

１，４６７万７，０００円の減であり、５目後期高齢者医療会計繰出金は１８３万１，０

００円の増であります。

次に、１３款職員費は１４億９，５１９万１，０００円で、前年度と比較して９，４９

３万７，０００円の増となります。

１目職員費で一つ丸、職員の給与等に要する経費で給料で１，８６０万１，０００円の

増、職員手当等で１，８３５万７，０００円の増、共済費で５，７９１万９，０００円の

増、災害補償費で６万円の増であります。

以上が歳出であります。
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次に、歳入について申し上げますが、２８ページを御覧いただきたいと存じます。主な

もののみ説明してまいります。

１款市税は１９億４，２８３万６，０００円で、前年度と比較して２，９５５万８，０

００円の減となりますが、主な要因につきましては、個人市民税で定額減税実施に伴う減

収により５，９６５万８，０００円の減、法人市民税で１，７１４万３，０００円の増、

固定資産税で１，１１１万７，０００円の増、市たばこ税で２７１万３，０００円の増、

都市計画税で１８１万８，０００円の減であります。

次に、６款法人事業税交付金は３，８２２万２，０００円で、前年度と比較して８２８

万２，０００円の増となります。

次に、７款地方消費税交付金は４億７，０００万円で、前年度と比較して１，１００万

円の減となります。

次に、２９ページ、９款地方特例交付金は７，６６８万８，０００円で、前年度と比較

して６，３９５万９，０００円の増となりますが、主な要因につきましては、個人住民税

の定額減税による減収分を補填する地方特例交付金６，１１１万円の増、固定資産税、都

市計画税の軽減制度による減収を補填した地方税減収補填特別交付金２８４万９，０００

円の増が主なものであります。

次に、１０款地方交付税は５３億７，３００万円で、前年度と比較して１億１００万円

の増となりますが、地方財政計画では前年度比３，０６０億円の増額が示されているとこ

ろであり、普通交付税は前年度実績から包括算定経費の３％の増など国で示した推計伸び

率に起債償還分を加え、さらには臨時財政対策債振替額を国で示した伸び率を基に前年度

実績から４３．７％の減と推計し、基準財政需要額は１億４，８９２万７，０００円の増

額と見込み、基準財政収入額は法人事業税交付金の増などにより収入額を４，７９２万７，

０００円の増額と見込み、普通交付税で差引き１億１００万円の増と見込んだところであ

ります。

次に、１２款分担金及び負担金は１億５，８１５万４，０００円で、前年度と比較して

１，０９０万１，０００円の増であり、１目民生費負担金で子ども通園センター費負担金

の増などによる児童福祉費負担金３０４万４，０００円の増、２目教育費負担金で学校給

食事業費負担金４７０万８，０００円の増、４目農林費負担金で農業・農村整備事業費負

担金３３０万円の増が主なものであります。

次に、１３款使用料及び手数料は３億５，２４８万８，０００円で、前年度と比較して

１２０万２，０００円の減であり、３目土木使用料で市営住宅使用料１１０万５，０００

円の増、２目衛生手数料でごみ処理手数料２３１万３，０００円の減が主なものでありま

す。

次に、１４款国庫支出金は２０億５，９５０万１，０００円で、前年度と比較して６億

１，８９４万１，０００円の増となります。主な要因につきましては、１目民生費国庫負
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担金で知的障害者福祉費１，３５８万４，０００円の増、身体障害者福祉費１，２４３万

９，０００円の増、２目教育費国庫負担金で公立学校施設整備費７億６，４２７万６，０

００円の皆増、３目民生費国庫補助金で旧総合福祉センター解体事業に係る空き家対策総

合支援事業費２，５３１万９，０００円の皆増、社会資本整備総合交付金事業費１，４９

０万９，０００円の皆増、４目総務費国庫補助金でデジタル基盤改革支援事業費２，７８

６万５，０００円の増、地方創生臨時交付金事業費１億９３４万３，０００円の減、５目

衛生費国庫補助金で新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費３，５５３万１，０

００円の皆減などであります。

次に、３０ページ、１５款道支出金は６億７９３万円で、前年度と比較して２，８６１

万７，０００円の増となります。主な要因につきましては、１目民生費道負担金で知的障

害者福祉費６７９万２，０００円の増、身体障害者福祉費６２１万９，０００円の増、２

目民生費道補助金で児童福祉費１，６８６万７，０００円の増、３目農林費道補助金で農

業奨励費４６９万５，０００円の増、１目総務費道委託金で知事・道議選挙費７７４万円

の皆減などであります。

次に、１８款繰入金は１２億７，００４万７，０００円で、前年度と比較して５００万

９，０００円の減となります。主な要因につきましては、財政調整基金繰入金で１億１，

６２８万６，０００円の減、ふるさと納税などの寄附金を積み立てた基金から各事業に充

当するまちづくり事業基金繰入金８，１９４万７，０００円の増、社会福祉事業振興基金

繰入金２，９２６万５，０００円の増であります。

次に、２０款諸収入は８億４，９２７万４，０００円で、前年度と比較して４，１８２

万７，０００円の減となります。主な要因につきましては、４目制度融資預託金元金収入

で１，０００万円の減、７目雑入で高齢者保健事業業務委託料１，４１９万９，０００円

の皆増、地域海洋センター修繕助成金２，５２０万９，０００円及び公営住宅火災共済防

火補助金１，２３７万８，０００円の皆減によるものであります。

次に、３１ページ、２１款市債は２２億４，０１０万円で、前年度と比較して１０億４，

６２０万円の増となります。主な要因につきましては、１目土木債で２６０万円の減、２

目過疎対策事業債で９億６，５２０万円の増、３目臨時財政対策債で３，１９０万円の減、

４目緊急防災・減災事業債で６，０８０万円の減、５目緊急自然災害防止対策事業債で２，

０２０万円の減、７目脱炭素化推進事業債で２，３８０万円の減、８目地域活性化事業債

で２億１，７４０万円の皆増、９目こども・子育て支援事業債で４９０万円の皆増であり

ます。なお、ゴルフ場利用税交付金は廃款であります。

以上が歳入であります。

予算書の２７６ページ以降には給与費明細書、継続費に関する調書、債務負担行為に関

する調書、地方債に関する調書を添付しておりますので、ご高覧の上、よろしくご審議賜

りますようお願い申し上げます。
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〇議長 多比良和伸君 議案第８号の提案説明は休憩後に行います。

午後１時まで休憩します。

休憩 午前１１時４７分

再開 午後 １時００分

〇議長 多比良和伸君 休憩中の会議を開きます。

午前中に引き続いて各議案の提案説明を求めます。

市民部長。

〇市民部長 堀田一茂君 （登壇） 私から議案第８号、議案第１０号についてご説明申

し上げます。

初めに、議案第８号 令和６年度砂川市国民健康保険特別会計予算についてであります。

予算書の２９１ページを御覧願います。第１条は、歳入歳出予算であり、歳入歳出予算

の総額は歳入歳出それぞれ１９億３，３８３万４，０００円と定めるものであります。

第２条は、一時借入金であり、一時借入金の借入れの最高額は３億円と定めるものであ

ります。

第３条は、歳出予算の流用であり、保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じ

た場合における同一款内でのこれらの経費を各項の間で流用することができると定めるも

のであります。

なお、予算科目のうち経過措置として区分しておりました退職被保険者については、制

度が廃止となることから、令和６年度より一般被保険者に係る予算科目と統合しておりま

す。

それでは、主なものについて歳出からご説明申し上げます。３１６ページを御覧願いま

す。１款総務費、１項１目一般管理費で対前年度比９５万２，０００円の増は、主に一般

管理事務に要する経費のうち、給料及び職員手当の増によるものであります。

３１８ページを御覧願います。３項１目特別対策事業費で対前年度比１５万７，０００

円の増は、主に医療費適正化対策に要する経費のうちレセプト点検員に係る人件費の増及

び収納率向上対策に要する経費のうち滞納管理システム改修委託料の皆減によるものであ

ります

３２２ページを御覧願います。２款保険給付費、１項１目療養給付費で対前年度比１，

５００万円の減、２項１目高額療養費で対前年度比７１６万円の増は、それぞれ令和５年

度の決算見込みに基づき推計したことによるものであります。

３２６ページを御覧願います。３款国民健康保険事業費納付金で対前年度比１，５０４

万３，０００円の減は、本年１月に北海道が行った令和６年度国保事業費納付金本算定に

より全道の保険給付費に必要な費用を各市町村の被保険者数及び所得等の状況に応じて案

分した結果、減額となったものであります。

３２８ページを御覧願います。４款保健事業費、１項１目特定健康診査等事業費で対前
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年度比８０万３，０００円の増は、主に特定健康診査等に要する経費のうち、会計年度任

用職員の職員手当等人件費の増によるものであります。なお、アンダーラインを付してお

ります受診勧奨リーフレット作成委託料５０万６，０００円は、特定健診の申込み方法や

検査内容、がん検診の同時受診が可能であることなどを分かりやすく周知することで特定

健診や各種がん検診の受診率向上につなげるため、年度当初の受診券発送時に同封する受

診勧奨リーフレットを作成するものです。

３３２ページを御覧願います。５款基金積立金、１項１目基金積立金で対前年度比１５

万４，０００円の増は、国保基金積立金の増によるものであります。

以上が歳出でありますが、歳入につきましては２９５ページ、総括でご説明いたします。

１款国民健康保険税は２億８０９万９，０００円で、対前年度比１，２８８万１，０００

円の増であり、主に医療給付費分及び後期高齢者支援金分に係る所得割課税対象額の増に

よるものであります。

２款国庫支出金は１，０００円で、対前年度比７７万４，０００円の減であり、事業費

補助金でデジタル基盤改革支援事業費及び出産育児一時金補助金の皆減によるものであり

ます。

３款道支出金は１５億３，１８５万６，０００円で、対前年度比５，１５１万４，００

０円の減であり、主に保険給付費減に伴う保険給付費等交付金普通交付金の減、保険給付

費等交付金特別交付金のうち、都道府県繰入金の減によるものであります。

４款財産収入は１１０万４，０００円で、対前年度比１５万４，０００円の増であり、

基金運用による利子の増によるものであります。

５款繰入金は１億９，０６３万９，０００円で、対前年度比１，８５１万１，０００円

の増であり、主に財源調整による国保基金繰入金の増によるものであります。

以上が歳入でありますが、予算書の３４４ページから３５１ページには給与費明細書を

添付しておりますので、ご高覧の上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。

続きまして、議案第１０号 令和６年度砂川市後期高齢者医療特別会計予算についてご

説明申し上げます。

予算書の４１７ページを御覧願います。第１条は、歳入歳出予算であり、歳入歳出予算

の総額は歳入歳出それぞれ７億２５８万３，０００円と定めるものであります。

主なものについて歳出からご説明申し上げます。４３４ページを御覧願います。１款総

務費、１項１目一般管理費で対前年度比１１９万４，０００円の増は、主に通信運搬費の

増及びアンダーラインを付しております情報システム標準化・共通化業務委託料４２万９，

０００円の増によるもので、後期高齢者医療システムについて国で定める業務の標準化、

共通化への移行へ向けて現状システムの運用環境調査や分析作業等を行うものであります。

４３６ページを御覧願います。２款後期高齢者医療広域連合納付金、１項１目後期高齢

者医療広域連合納付金で対前年度比１６９万８，０００円の減は、主に保険料分負担金の
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増及び療養給付費分負担金の減によるものであります。

４３８ページを御覧願います。３款保健事業費、１項１目健康保持増進事業費で対前年

度比１０９万９，０００円の増は、健康診査事業費の後期高齢者健康診査委託料の増及び

保健・介護一体的実施推進事業費の地域での個別支援、通いの場等への関与を実施する医

療専門職の人件費の増によるものであります。なお、アンダーラインを付しております備

品購入費５万円は、フレイル予防の対策を実施するに当たり体組成計での体重、体脂肪、

筋力測定が必要となることから、高齢者が安全に測定するための昇降補助手すりを購入す

るものであります。

以上が歳出でありますが、歳入につきましては４２１ページ、総括でご説明いたします

１款後期高齢者医療保険料は２億５，６８９万７，０００円で、対前年度比１，１１４万

８，０００円の増であり、主に所得割賦課対象額の増及び保険料率の改定による増であり

ます。

２款後期高齢者医療広域連合支出金は６１万５，０００円で、対前年度比３万５，００

０円の増であり、健康診査等受診率向上特別事業実施による保健事業費補助金の増による

ものであります。

３款繰入金は４億４，４５０万６，０００円で、対前年度比１８３万１，０００円の増

であり、主に一般会計繰入金のうち、事務費分繰入金の増及び療養給付費分繰入金の減に

よるものであります。

５款諸収入は５６万４，０００円で、対前年度比１，２４０万７，０００円の減は、健

康診査事業及び保健・介護一体的実施推進事業に伴う受託事業収入の皆減によるものであ

ります。

以上が歳入でありますが、予算書の４４６ページから４５１ページには給与費明細書を

添付しておりますので、ご高覧の上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。

〇議長 多比良和伸君 保健福祉部長。

〇保健福祉部長 安田 貢君 （登壇） 議案第９号 令和６年度砂川市介護保険特別会

計予算についてご説明申し上げます。

予算書の３５３ページをお開き願います。第１条は、歳入歳出予算であり、歳入歳出予

算の総額は歳入歳出それぞれ１９億１，５８０万３，０００円と定めるものであります。

第２条は、一時借入金であり、一時借入金の借入れの最高額は１億円と定めるものであ

ります。

第３条は、歳出予算の流用であり、保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じ

た場合における同一款内でのこれらの経費を各項の間で流用することができると定めるも

のであります。

それでは、主なものについて歳出からご説明申し上げます。３８０ページをお開き願い

ます。１款総務費、１項１目一般管理費で対前年度比５６１万４，０００円の減は、前年
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度に予算計上した事業計画策定に要する経費６３５万９，０００円の減が主なものであり

ます。なお、一般管理事務に要する経費のうちアンダーラインを付しております情報シス

テム標準化・共通化業務委託料３５万８，０００円は、自治体情報システムの標準化に当

たり、標準仕様と現行介護保険システムとの差異を確認の上、比較分析するための委託料

であります。

３８６ページをお開き願います。２款保険給付費、１項１目居宅介護サービス給付費で

対前年度比３，４４４万６，０００円の減は、訪問介護、通所介護及び短期入所生活介護

の利用者の減など、前年度利用実績に基づくものであります。

３目施設介護サービス給付費で対前年度比１，０５２万５，０００円の増は、介護老人

福祉施設入所者の増など、前年度利用実績に基づくものであります。

３９０ページをお開き願います。２項１目介護予防サービス給付費で対前年度比７０１

万３，０００円の減は、介護予防特定施設入居者生活介護の利用者の減など、前年度利用

実績に基づくものであります。

３９６ページをお開き願います。５項１目特定入所者介護サービス費で対前年度比１，

０１９万６，０００円の増は、前年度利用実績に基づくものであります。

以上が歳出でありますが、歳入につきましては３５９ページの総括でご説明申し上げま

す。１款保険料は３億２，２１５万６，０００円で、対前年度比５９２万５，０００円の

減は、第１号被保険者数の減などによるものあります。

２款分担金及び負担金は２５万２，０００円で、対前年度比１万２，０００円の減は、

紙おむつ利用件数の前年度利用実績に基づくものであります。

３款国庫支出金５億３９０万３，０００円で、対前年度比１，４５９万９，０００円の

減、４款支払基金交付金４億９，６２８万３，０００円で、対前年度比６９０万２，００

０円の減、５款道支出金２億８，６８１万９，０００円で、対前年度比２７２万３，００

０円の減は、いずれも保険給付費の減に伴う負担ルール分の減によるものであります。

６款財産収入６６万７，０００円は、基金運用利息であります。

７款繰入金３億５７１万４，０００円で、対前年度比１６５万円の減は、保険給付費の

増に伴う一般会計繰入金の減などによるものであります。

８款繰越金、９款諸収入につきましては、前年度と同額であります。

なお、予算書の４１４ページ及び４１５ページには給与費明細書を添付しておりますの

で、ご高覧の上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。

〇議長 多比良和伸君 建設部長。

〇建設部長 斉藤隆史君 （登壇） 議案第１１号 令和６年度砂川市下水道事業会計予

算についてご説明申し上げます。

予算書の１ページをお開き願います。第２条は、業務の予定量であり、公共下水道事業

は、処理区域面積８２３ヘクタール、年間有収水量１３３万３，０００立方メートルと予
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定したところであります。個別排水処理施設事業は、年間有収水量２万５，８７７立方メ

ートルと予定したところであります。主要な建設改良事業は、公共下水道整備事業６，５

０９万３，０００円、個別排水処理施設整備事業１，５１０万３，０００円と予定したと

ころであります。

第３条は、収益的収入及び支出の予定額であり、下水道事業収益は７億６，１０２万８，

０００円、下水道事業費用は５億４，７４９万４，０００円と定めるものであります。

２ページをお開き願います。第４条は、資本的収入及び支出の予定額であり、資本的収

入は１億７，１５６万１，０００円、資本的支出は４億３，０９６万３，０００円と定め、

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額２億５，９４０万２，０００円は、当年度

分消費税及び地方消費税資本的収支調整額７１１万１，０００円、当年度分損益勘定留保

資金１億８，０２０万円及び当年度利益剰余金処分額７，２０９万１，０００円で補填す

るものであります。

第５条は、企業債であり、下水道資本費平準化債から過疎対策事業債まで、限度額の合

計を１億３，６１０万円と定めるものであります。なお、起債の方法、利率及び償還の方

法は、それぞれ記載のとおりであります。

第６条は、一時借入金であり、一時借入金の限度額を３億円と定めるものであります。

第７条は、予定支出の各項の経費の金額の流用であり、予定支出の各項の経費の金額を

流用することができる場合は、営業費用、営業外費用及び特別損失の間の流用と定めるも

のであります。

第８条は、議会の議決を経なければ流用することのできない経費であり、職員給与費３，

３３５万９，０００円と定めるものであります。

第９条は、他会計からの補助金であり、下水道事業のため一般会計からこの会計へ補助

を受ける金額は１億７，８１９万６，０００円であるとするものであります。

第１０条は、利益剰余金の処分であり、当年度利益剰余金のうち７，２０９万１，００

０円は、減債積立金として処分するものと定めるものであります。

続いて、４ページをお開き願います。実施計画及び説明書についてご説明申し上げます。

なお、説明欄でアンダーラインを表示しているのは新規事業または臨時事業であります。

初めに、収益的収入でありますが、１款下水道事業収益、１項営業収益は、前年度より１，

２９６万４，０００円減の４億２，１８４万円を予定したところであります。内訳としま

して、１目下水道使用料は汚水排出量の減に伴い、前年度より１，１４５万７，０００円

減の３億５，３７８万１，０００円、２目雨水処理負担金は雨水処理に要する経費の減少

に伴い、前年度より１５０万７，０００円減の６，８０５万９，０００円を予定したとこ

ろであります。

次に、２項営業外収益は、前年度より６５１万８，０００円増の３億３，９１８万８，

０００円を予定したところであります。内訳としまして、１目受取利息及び配当金は前年
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度と同額の２，０００円、２目他会計補助金は不明水の処理に要する経費などの増加に伴

い、前年度より５６７万９，０００円増の１億７，８１９万６，０００円、３目長期前受

金戻入は償却資産の増に伴い、前年度より８３万９，０００円増の１億６，０８８万６，

０００円、４目雑収益は前年度と同額の１０万４，０００円を予定したところであります。

続いて、６ページをお開き願います。次に、収益的支出でありますが、１款下水道事業

費用、１項営業費用は、前年度より１，００１万６，０００円増の５億１，１２７万６，

０００円を予定したところであります。内訳としまして、１目管渠費は下水道台帳作成委

託料の減などに伴い、前年度より１０１万１，０００円減の３，２１０万２，０００円、

２目ポンプ場費はポンプ場維持管理委託料の増などに伴い、前年度より３６万２，０００

円増の９８８万２，０００円、３目流域下水道管理費は令和６年度より水量負担単価が１

立方メートル当たり３１円から３５円に増額したことなどによる石狩川流域下水道組合負

担金の増加に伴い、前年度より８４１万７，０００円増の７，３４３万１，０００円、４

目個別排水処理施設費は浄化槽維持管理委託料の増などに伴い、前年度より２５万８，０

００円増の１，３２７万２，０００円を予定したところであります。

続いて、８ページをお開き願います。５目総係費は経営戦略更新業務委託料及び企業会

計システム更新業務委託料の新規事業の予算計上に伴い、前年度より１１４万５，０００

円増の４，１４２万９，０００円、６目減価償却費は償却資産取得による有形固定資産の

減価償却費の増などに伴い、前年度より７７万１，０００円増の３億４，１０８万６，０

００円を予定したところであります。

続いて、１０ページをお開き願います。７目資産減耗費は、令和６年度に実施する北光

２号マンホールポンプ改築工事による除却に伴う７万４，０００円の皆増を予定したとこ

ろであります。

２項営業外費用は、前年度より５３２万円減の３，５１６万８，０００円を予定したと

ころであります。内訳としまして、１目支払利息及び企業債取扱諸費は過去に借り入れた

起債の償還完了と利率見直し方式で借り入れた起債の利率変更に伴い、前年度より４０４

万９，０００円減の１，７８０万円、２目消費税及び地方消費税は売上げに係る税額の減

少に伴い、前年度より１２７万１，０００円減の１，７３６万８，０００円を予定したと

ころであります。

次に、３項特別損失は、前年度と同額の５万円を予定したところであります。

次に、４項予備費は、前年度と同額の１００万円を予定したところであります。

続いて、１２ページをお開き願います。資本的収入でありますが、１款資本的収入、１

項企業債は、下水道資本費平準化債及び建設改良費に充てる企業債の増に伴い、前年度よ

り６，８４０万円増の１億３，６１０万円を予定したところであります。

次に、２項出資金は、企業債償還金の増に伴い、前年度より１７万９，０００円増の９

２７万８，０００円を予定したところであります。
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次に、３項国庫補助金は、社会資本整備総合交付金事業の増加に伴い、前年度より９５

０万円増の２，５２０万円を予定したところであります。

次に、４項分担金及び負担金は、前年度より３６万３，０００円減の６９万３，０００

円を予定したところであります。内訳としまして、１目分担金は個別排水処理施設分担金

の増に伴い、前年度より１万７，０００円増の５９万９，０００円、２目負担金は下水道

受益者負担金の減に伴い、前年度より３８万円減の９万４，０００円を予定したところで

あります。

次に、５項長期貸付金収入は、前年度と同額の２９万円を予定したところであります。

続いて、１４ページをお開き願います。資本的支出でありますが、１款資本的支出、１

項建設改良費は、前年度より２，９９１万１，０００円増の１億１，７８０万２，０００

円を予定したところであります。内訳としまして、１目公共下水道整備事業費は委託料の

増に伴い、前年度より２，０３２万５，０００円増の６，５０９万３，０００円で、令和

６年度の事業につきましては交付金事業として公共下水道施設資材単価調査業務委託、公

共下水道管渠点検委託、空知太中継ポンプ場改築実施設計委託、公共下水道台帳電子化業

務委託、北光２号マンホールポンプ改築工事を予定しております。

２目流域下水道整備事業費は北海道が実施する流域下水道施設の工事費等の増による流

域下水道整備工事負担金の増額に伴い、前年度より８８９万３，０００円増の３，７６０

万６，０００円、３目個別排水処理施設整備事業費は合併処理浄化槽設置工事費の増額に

伴い、前年度より６９万３，０００円増の１，５１０万３，０００円を予定したところで

あります。

次に、２項企業債償還金は、過去に借り入れた起債の償還完了などに伴い、前年度より

３，１６９万円減の３億１，２１６万１，０００円を予定したところであります。

次に、３項長期貸付金は、前年度と同額の１００万円を予定したところであります。

なお、１６ページ以降につきましては財務諸表など予算に関連する資料でございますの

で、ご高覧いただき、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。

〇議長 多比良和伸君 病院事務局長。

〇病院事務局長 朝日紀博君 （登壇） 議案第１２号 令和６年度砂川市病院事業会計

予算についてご説明申し上げます。

予算書１ページをお開きいただきたいと存じます。第２条は、業務の予定量であり、病

床数は令和６年４月より結核病床６床の廃止に伴い、６床減の４５２床とし、年間患者数

は入院を１４万５，２７３人、外来を２２万９，６１５人とし、１日平均患者数は入院を

３９８人、外来を９４５人としたところであります。主要な建設改良事業は、１として医

療機械器具整備事業であります。

第３条は、収益的収入及び支出の予定額であり、病院事業収益は１５９億４７４万９，

０００円、病院事業費用は１６５億２，２０１万９，０００円と定めるものであります。
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２ページになります。第４条は、資本的収入及び支出の予定額であり、資本的収入は１

１億３８０万８，０００円、資本的支出は１６億４，９３８万８，０００円と定め、資本

的収入額が資本的支出額に対し不足する額５億４，５５８万円は過年度分損益勘定留保資

金で補填するものであります。

第５条は、企業債であり、医療機械器具整備事業の起債限度額を６億９，７９０万円と

定めるものであります。なお、起債の方法、利率、償還の方法は、それぞれ記載のとおり

であります。

第６条は、一時借入金の限度額を１０億円と定めるものであります。

第７条は、予定支出の各項の経費の金額の流用であり、流用することができる場合は消

費税及び地方消費税に不足が生じた場合における医業費用及び医業外費用の間の流用と定

めるものであります。

３ページになります。第８条は、議会の議決を経なければ流用することのできない経費

であり、職員給与費８４億７，６８０万７，０００円、交際費３５０万円と定めるもので

あります。

第９条は、重要な資産の取得及び処分であり、取得する資産を器械備品の心臓カテーテ

ル用検査装置、内視鏡手術支援ロボットなど、記載のとおりとするものであります。

４ページになります。収益的収入でありますが、１款病院事業収益、１項医業収益は、

前年より１２億４，８４７万６，０００円増の１４５億４，２０２万５，０００円を予定

したところであります。内訳といたしましては、１目入院収益で１１億５，６６８万９，

０００円の増額、１人当たりの診療単価では７，７３８円増の７万１，８６８円、２目外

来収益で１億５９９万３，０００円増額、１人当たりの診療単価は５７８円増の１万６，

６７０円、３目その他医業収益で１，４２０万６，０００円減額を予定したものでありま

す。

２項医業外収益は、前年度より５，２５５万６，０００円減の１２億７，３７７万８，

０００円を予定したところであります。内訳といたしましては、１目補助金で３３４万５，

０００円増額、６ページになります。２目負担金交付金で北海道市町村職員退職手当組合

負担金制度の改正に伴い、市からの繰入金が７，１２９万円減額、４目長期前受金戻入で

償却資産の財源としての補助金及び寄附金が増額したことにより１，９７３万１，０００

円増額を予定したものであります。

３項看護専門学校収益は３６２万３，０００円減の６，７６９万円、４項院内保育事業

収益は３，０００円減の２，０９５万６，０００円を予定したものであります。

８ページになります。５項特別利益は、前年度同額の３０万円を予定したものでありま

す。

１０ページになります。収益的支出でありますが、１款病院事業費用、１項医業費用は

８億１，７５３万３，０００円増の１６１億９，０２１万円を予定したところであります。
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内訳といたしましては、１目給与費で主に職員数の増に伴い２億８，６５５万９，０００

円増額、１２ページになります。２目材料費で医業収益の増加に伴い５億３，８５６万１，

０００円増額、３目経費は最低賃金の上昇等に伴い委託料の増、原油価格、物価高騰に伴

う燃料費や賃借料の増があるものの、エックス線発生装置の交換の減少による修繕費の減、

燃料調整単価の減少に伴い、電気料減による光熱水費の減により１，３２４万９，０００

円減額を予定したものであります。

１６ページになります。４目減価償却費で３，０５６万３，０００円増額、５目資産減

耗費で３，５７９万２，０００円減額、６目研究研修費で１，０８９万１，０００円増額

を予定したものであります。

１８ページになります。２項医業外費用１８２万７，０００円増の８，８６９万４，０

００円を予定したところであります。内訳といたしましては、１目支払利息及び企業債取

扱諸費で企業債利息の増に伴い１１５万５，０００円増額を予定したものであります。

３項看護専門学校費用は４４６万４，０００円減の１億５，０３４万６，０００円を予

定したところであります。

２０ページになります。内訳といたしまして、２目経費で７４７万５，０００円減額を

予定したものであります。

２２ページになります。４項院内保育事業費用は３３万６，０００円減の４，１４９万

３，０００円を予定したところであります。

５項特別損失においては３，１０８万６，０００円増の５，１２７万６，０００円を予

定したところであり、主に北海道市町村職員退職手当組合事前納付金制度の廃止に伴い、

令和４年度及び令和５年度の精算を令和６年度に行うものであります。

２４ページになります。資本的収入でありますが、１項企業債は医療機械器具整備事業

に係る借入予定額で９７０万円増の６億９，７９０万円、２項投資償還金は１目長期貸付

金償還金で１３４万４，０００円減の６９６万４，０００円を予定したものであります。

３項出資金は、１目一般会計出資金で国の交付税算定に基づいた市からの出資金において

繰入れ基準となる企業債元利償還金の増に伴い１，８８４万５，０００円増の３億９，９

９４万３，０００円を予定したところであります。

２６ページになります。資本的支出でありますが、１項建設改良費は２目資産購入費で

内視鏡手術支援ロボットなどの医療器具の整備を図るものであり、７億２，９９６万６，

０００円を予定したところであります。資産購入費につきましては、附属説明資料を添付

しておりますので、ご高覧いただきたく存じます。

２項企業債償還金は１目元金償還金において５，０６７万５，０００円増の８億９，３

３２万２，０００円、３項投資は１目長期貸付金において看護学生への修学資金の貸与を

行うもので１９８万円減の２，６１０万円を予定したところであります。

２８ページ以降は財務諸表など予算に関連する資料でありますので、ご高覧いただき、
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よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。

〇議長 多比良和伸君 以上で各議案の提案説明を終わります。

◎休会の件について

〇議長 多比良和伸君 お諮りします。

３月８日は、議案調査等のため本会議を休会したいと思います。このことにご異議あり

ませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

ご異議なしと認め、３月８日は休会とすることに決定しました。

◎散会宣告

〇議長 多比良和伸君 以上で本日の日程は全て終了しました。

本日はこれで散会します。

散会 午後 １時３６分


